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第14回 多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会 

 

日時 令和元年９月27日（金）12：30～14：58 

場所 ＡＰ新橋 ４階ＤＥ会議室 

 

○田中企画官 

 それでは、定刻になりましたので、第14回多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会

を開催いたします。 

 本日、傍聴されている皆様におかれましては、注意事項といたしまして、席上に資料を配付し

ております。事前にご一読いただければと存じます。円滑な会議運営にご協力いただきますよう、

よろしくお願いいたします。 

 それでは、まず、配付資料の確認をさせていただきます。席上に座席表がございますが、資料

はこのダブルクリップを外していただきまして、議事次第、委員名簿がございます。その後ろに

資料１、資料２、資料３、資料４、資料５、そして一番最後に参考資料とございます。よろしい

でしょうか。 

 過不足等ございましたら、事務局にお申しつけください。 

 本日、大西委員、田内委員、辰巳委員がご欠席となってございます。 

 それでは、これよりは山本委員長に議事進行をよろしくお願いいたします。 

○山本（一）委員長 

 まず、本日の議題の趣旨についてご説明させていただきます。 

 前回の小委員会では、説明・公聴会でも多くのご意見をいただいた貯蔵継続、処分方法につき

まして、事務局から論点を提示させていただきました。 

 そして、東京電力から多核種除去設備等処理水の貯留の見通しについて、それから、事務局か

ら改めてトリチウム水タスクフォースの概要についてご説明して、処理水の貯蔵継続、処分方法

についてのご議論をいただきました。 

 今回は、委員からいただきましたご意見を踏まえて、まずは貯蔵継続に係る事実関係の整理を

事務局並びに東京電力において行いましたので、それをご報告いたします。また、前回の議論を

踏まえて、貯蔵継続、処分方法につきまして、本委員会の主たる論点でもある風評への影響とい

う切り口からご議論いただければと考えております。 

○田中企画官 

 それでは、プレスの方のカメラ撮影はここまでとさせていただきます。ご協力を、よろしくお

資料１ 
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願いいたします。 

（プレス退室） 

○山本（一）委員長 

 それでは、議事に入らせていただきます。 

 初めに、本年８月に開催いたしました第13回小委員会の議事録（案）の確認をさせていただき

ます。資料１をご覧ください。これは先日、メールでご確認いただいたものでありますけれども、

特に、ご意見等ございますでしょうか。 

 特になければ、こちらで正式に第13回議事録とさせていただきます。 

 それでは、議題２の貯蔵継続に係る事実関係の整理について、に移ります。 

 まずは、前回、委員から頂きましたご意見である東電福島第一原発からの土壌の持ち出しや中

間貯蔵施設予定地への敷地拡大、敷地構内図の提示について、事務局から状況をご説明いただい

た後、東京電力から東電福島第一原発における敷地利用についてご説明いただき、質疑応答とさ

せていただきます。 

 それでは、まず事務局から説明をお願いします。 

○奥田対策官 

 そうしましたら、資料２をご覧いただけますでしょうか。 

 １ページ目でございます。今、委員長からご紹介ありましたように、上の３点ついて事実関係

を整理させていただいてございます。 

 １つ目が、福島第一原発からの放射性廃棄物の排出及び土砂の持ち出し、２つ目が、これに関

しましては下に少し前回の委員会のご意見を参考に書かせていただいてございます。それほど汚

染していない土砂であれば敷地外に置くことができるのではないか、土砂は敷地外に出せない一

方、ＡＬＰＳ処理水を環境中に処分するというのは整合的ではないのではないか、こういったご

意見もございました。 

 ２つ目が、周辺地域への敷地の拡大ということで、下にご意見ございますけれども、敷地が足

りないのであれば、中間貯蔵施設用の土地に福島第一原発の敷地を拡張すればよいのではないか、

こういったご意見を頂いたところでございます。 

 ３つ目が、敷地全体の俯瞰図と敷地利用の可能性についてというところで、これは後ほど東京

電力からご説明をいただく予定をしておりますが、前回の意見としましては下の２つでございま

すけれども、敷地利用を鑑みると、現在あるタンク容量と同程度のタンクを敷地の北側に設置で

きるのではないかというご意見ですとか、視察のときには敷地全体の絵があったけれども、今回

はそれが示されていなく、意図的に敷地があることを見せたくないのではないか、こういったご
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意見もいただいたところでございますので、今回改めてきちんとご説明をさせていただければと

考えてございます。 

 まず１つ目の土砂の持ち出しということでございますけれども、２ページ目をご覧いただけま

すでしょうか。 

 下の模式図にございますように、気体廃棄物、それから液体廃棄物と、金属、コンクリートな

どの固体廃棄物、少しルールは違っておりますが、基本的には濃度を放射線のレベルを見ながら

取り扱いを決めていっていると、こういう状況でございます。 

 上の四角の中をご覧ください。気体廃棄物、液体廃棄物につきましては、浄化、それから希釈

の上、告示濃度基準を満たす形での環境中への管理された放出が可能ということになってござい

ます。このベースとなっていますのは、１日一定量摂取し続けた場合の年間の被ばく量が１ｍＳ

ｖとなる濃度と、こういった形で告示濃度が、告示基準が設けられているということでございま

す。 

 したがいまして、ＡＬＰＳ処理水、液体でございますけれども、上記のような形で生活圏に科

学的な影響を与えることなく、環境中への放出が可能というのが法律上の位置づけということで

ございます。 

 一方で固体のほうでございますけれども、固体の廃棄物につきましても、クリアランスレベル

を満足することを確認された上で管理区域外に持ち出し、制約なく利用等を行うことが制度上可

能ということになってございます。こちらのほうは「※」に書いてございますけれども、クリア

ランスレベルは、放射線防護に係る規制の枠組みから除外して制約なく利用できるレベルという

ことで、我が国の中では年間10μＳｖというふうに設定されてございます。 

 ただし、福島第一でございますけれども、土壌も含めて敷地内全体が放射性物質によって汚染

されてございます。したがいまして、敷地内の放射性固体廃棄物にこのクリアランス基準を適用

することは困難というふうに考えられます。また、現行のクリアランス基準の中では土砂を対象

としていないというような課題もございます。 

 次、３ページ目は、通常の原子力発電所に伴い発生する廃棄物の処理方法でございます。先ほ

ど申し上げましたように、放射性廃棄物の濃度に応じて処分方法が異なっているということを示

した図でございます。 

 次に４ページ目に移らせていただきます。 

 周辺地域、中間貯蔵地域に拡大をできないかというところでございますけれども、中間貯蔵施

設の概略をまずご説明させていただきます。除染に伴う放射性物質を含む除去土壌ですとか除染

廃棄物などを最終処分するまでの間、安全に集中的に管理・保管する施設として中間貯蔵施設の
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整備が進められてございます。法律に基づきまして、福島県内の除染に伴い発生した除去土壌で

すとか廃棄物、10万Ｂｑ／ｋｇを超える焼却灰などを貯蔵してございます。この中間貯蔵施設で

一定期間保管された除去土壌につきましては、中間貯蔵開始後30年以内に福島圏外で最終処分を

完了するために必要な措置を講じることが法律で定められているものでございます。 

 次のページが今の状況と拡大ができるかどうかというところでございますけれども、この中間

貯蔵施設予定地でございますけれども、国が地元（県・立地２町）に説明をさせていただいた上

で、福島の復興のために受け入れていただくということで用地を取得し、整備を進めているもの

でございます。ですから、その地元に説明をした上で、地権者の皆様にも中間貯蔵施設のために

利用させていただくということで土地の提供、一部地上権の設定も含めますけれども、お願いを

しているものでございます。 

 現在、福島県内の除染、除去土壌等の搬入・処理・中間貯蔵のための用地取得と施設整備が進

められているというところでございますけれども、さらに特定復興拠点区域で発生する除去土壌

等も含めて確実に貯蔵できるような形を目指して、今後も用地の取得ですとか施設整備を進めて

いく必要があるということで、まだ建設の途中という状況でございます。 

 こういった状況を考えますと、福島第一原発の敷地の外側を中間貯蔵施設以外の用途で使用し

て敷地を拡大していくというのは難しいのではないかというふうに考えてございます。 

 次の６ページ目でございます。 

 こういった形で、じゃ、敷地の外をどうするのかという議論を少しさせていただきましたけれ

ども、やはり廃炉・汚染水対策というのは、継続的なリスクの低減活動ということでもございま

すし、既存の敷地内で廃炉を進めていくということが大前提であるというふうに私たちも考えて

ございます。 

 また、敷地外の放射性廃棄物の持ち出しですとか敷地周辺拡大については、今申し上げました

ように、現実的にはやはり課題が多いと言わざるを得ないというふうに考えてございまして、今

後の廃炉作業、様々不確実性はございますが、やはりタンクの増設も含めて敷地の有効活用とい

うのをまずは徹底的に進めていくべきではないかというふうに考えてございます。 

 こういったことも踏まえて、東京電力のほうから今の廃炉作業に必要と考えられる施設と敷地

の関係についてご説明いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

○山本（一）委員長 

 では、東京電力からお願いいたします。 

○東京電力（松本） 

 東京電力の松本でございます。 
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 それでは、お手元の資料３をご覧ください。 

 「廃炉事業に必要と考えられる施設と敷地」というタイトルで、ご説明させていただきます。 

 ページをめくっていただきまして１ページになりますが、こちらは前回の小委でご説明させて

いただきましたけれども、東京電力といたしましては、2020年12月末までに約137万立方メート

ルの溶接型タンクの建設を予定しておりますが、このままＡＬＰＳ処理水が増え続けるという状

況になりますと、１日当たり150プラスマイナス20立方メートルでシミュレーションいたします

と、およそ2022年の夏ごろに満杯になるというような予測を示させていただいたところです。 

 他方、これから必要と考えられる施設につきましては２ページになります。 

 まず第１には、多核種除去設備等処理水を貯留するためのタンクを今後も確保する必要があろ

うかと思っておりますが、そのほか②－１といたしまして、使用済み燃料や燃料デブリの一時保

管施設、乾式キャスクの一時保管施設として約２万1,000平方メートル、こちらがおよそ2020年

代前半ごろには必要というふうに思っております。 

 また、燃料デブリの一時保管施設につきましては、最大約６万平方メートルというふうに考え

ておりますが、これはデブリの取り出しが進んでくる2020年代後半ぐらいには必要というふうに

考えております。 

 ページをめくっていただきまして３ページになりますが今後、具体化を必要と考えられる施設

が幾つかございまして、これまで８個の施設を検討してございます。上から申し上げますと、

様々な試料の分析用施設ということで、こちらはデブリ等が今後、手元に入手できるという状況

になりますと、2020年代前半ごろには分析能力の強化のため必要というふうに考えております。

また、燃料デブリの取り出しための資機材の保管施設、燃料デブリの取り出し用のモックアップ

施設、そのほか、訓練施設といったものが、2020年代前半ごろには必要になってくるというふう

に思っております。 

 また、後半の３つでございますが、燃料デブリ放射性廃棄物関連の研究、それから廃棄物のリ

サイクル施設、廃棄物の一時保管エリアという意味では、2020年代後半には用意が必要というふ

うに思っております。 

 また、事故対応で使った設備の保管施設といたしまして、こちらは2020年代前半ごろに必要か

というふうに考えております。 

 また、今８つの施設をご紹介させていただきましたけれども、今後、廃炉事業の進捗に従って

必要な施設を順次検討してまいりたいというふうに思っております。まだこちらにつきましては

十分に設計が詰まっておりませんので、必要な施設の特に面積につきましてはまだ未定でござい

ますが、やはり相当量の面積が必要というふうに考えております。 



 6 

 これらを踏まえまして、４ページになります、今後の敷地利用の可能性ということで、現在、

貯留水タンクエリアの効率化等を進めておりますが、効率化並びに廃棄物処理作業の進捗により

空き地ができる可能性があります。一方、敷地の南側につきましては１～４号機に近いため、貯

留水タンクエリアの効率化による敷地の確保等によりまして必要なタンクの増設も可能ですが、

一方、先ほど申し上げたとおり、使用済み燃料やデブリの関連施設、それから１～４号の廃炉汚

染水対策のエリアとして活用していきたいエリアでもございます。 

 また、敷地の北側になりますが、こちらは廃棄物置き場が空き地となりますのは早くても2020

年半ば以降でございまして、将来的にも廃炉作業に伴い追加的に発生する廃棄物の処理・保管す

るエリアとして活用していきたいというふうに考えているところです。 

 現在の東京電力といたしましては、福島第一の敷地内で廃炉作業をやり遂げることが基本方針

でありますので、敷地を広げること等につきましては、リスクの存在地点が広がることから望ま

しくないというふうに考えております。 

 お手元には、その次のページ、Ａ３の資料の折り込みになっておりますけれども、福島第一原

子力発電所の敷地の図面でございます。核物質防護の観点で薄い白地になっておりますけれども、

大よその敷地につきましては赤い点線で囲んであるところが東京電力福島第一の敷地になってご

ざいます。北側半分が主に廃棄物の処理・保管エリアとして現在、利用しておりまして、南側の

エリアが１～４号機の廃炉に必要な汚染水の処理、それからＡＬＰＳ処理水の貯蔵、そのほか、

今後必要になってくる設備を作りたいというふうに思っているエリアでございます。 

 また、北側につきましては、８月に委員の皆様にはご視察いただきましたけれども、現在、北

側の真ん中あたりにありますけれども、廃棄物貯蔵施設の減容施設の予定地、それから真ん中あ

たりに土捨て場。新土捨て場につきましては、このような形で現在、整地、整備が進んでいると

ころでございます。 

 東京電力からは以上でございます。 

○山本（一）委員長 

 ありがとうございます。 

 それでは、これまでのご説明に対しまして、ご質問等ございましたらご発言お願いいたします。 

 森田委員。 

○森田委員 

 まず初めに、お伺いしたいですけれども、前回もそうでしたが、本日審議する内容を、資料を

前日に公表されるからですが、先にマスコミの報道を通じて、エネ庁と東電の見解を知らされる

というのは、真っ当な話なのかどうかとということをお聞きしたい。この質問をしているのは、
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議論をした後の見解がネット上に残るのは、構わないと考えるのですが、まだ議論する前の話が

ネット上に載り、それがずっと残り続けるというのは、この委員会でこれまで議論されてきたよ

うに、風評につながっていく話であると思われます。そのあたりをどう考えれば良いのか、関谷

委員のご専門でもあるので、意見があれば、意見を聞きたいんですが。 

○奥田対策官 

 すみません、まず事務局から。 

 そういう意味では今おっしゃっていただいたとおりでございまして、経済産業省の委員会の運

営のルールとしまして、なるべく資料を事前にホームページにアップをさせていただいて、それ

を傍聴の方々にお持ちいただく形でペーパーレス化も進めていこうという考えの中で進めている

ものでございます。 

 ご指摘のような点もございますし、ちょっと関谷委員のご意見もあるかもしれませんけれども、

今後どういう形でやっていくかというのはご意見も踏まえて考えていきたいなと思います。 

○山本（一）委員長 

 では、続いて森田委員。 

○森田委員 

 先ほどの貯蔵継続に係る説明への質問ですが、土砂の持ち出しが敷地の中からできるかできな

いかという回答はなくて、クリアランス基準で土砂は対象としていないという説明だったのです

が、結論として、回答としては、持ち出せないということを言っておられるんでしょうか。 

○山本（一）委員長 

 竹内室長、お願いいたします。 

○竹内オブザーバー（規制庁） 

 今のご質問、規制庁からお答えいたしますと、規制のかからないクリアランスというのが前回

のご発言いただきましたので、その観点でこれを記載いただいたものと認識しておりますけれど

も、出せないかという点につきましては、規制の網がかかった上で搬出するということは可能、

制度上は可能です。 

 というのは、前回この処理済み水を敷地の外に出すに当たっては、廃棄物管理施設として事業

の許可を得た上で敷地の外で保管することが可能ということを申し上げましたけれども、土につ

きましても同じようにこれは廃棄物というものに当たりますので、管理事業の許可を得ていただ

いた上で敷地の外へ持ち出すことは可能というふうに考えています。 

○山本（一）委員長 

 森田委員。 
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○森田委員 

 ちょっと整理したいんですけれども、このクリアランスレベルというのは再利用をするという

ときの基準ですよね。ただ単に土砂を敷地の外に廃棄するというか、再利用をするわけでもなく

敷地外に出す場合は、どういう基準というか、考え方で外にだせるかどうかを判断するのでしょ

うか。 

○竹内オブザーバー（規制庁） 

 規制庁です。今ここにも書いてありますように、クリアランスの対象になっているのはおっし

ゃるとおり金属でありますとかコンクリートガラに限定しておりまして、土砂というのは今の規

制の基準の中では入っておりませんで、それを扱おうとする場合には、それが外へ持ち出され、

再利用というよりはどこかに置くとしても、それがどのような経路を得て、それがそこに付着し

ていたものがどのように人の生活に影響を与えるかといった、そういったシナリオ的なものを考

慮してということになりますので、これを今から、今特にそれが土というものを前提とした検討

というのは行われておりませんので、そういった検討が必要になるのではないかというふうに考

えております。 

○森田委員 

 例えば、中間貯蔵施設の場合は、8,000Ｂｑ/kg以上のものを集めて、8,000Ｂｑ／ｋｇ以下の

ものを、最近は方針が変わって再利用も可能となったようですが、正しく飛散防止等々すれば再

利用も可能という話になっているわけですけれども、これは結局、炉規法と特措法の違いが原因

となっていると思うのですが、この違いは、どういうふうに一般の方々に説明されているのでし

ょうか。前回の委員会では、処理水に関して整合的でないないというふうな意見があったと資料

に記載がありますが、前回の委員会での私の発言は、整合性というより、一般の人がそれを理解

できるかどうかということであって、今回のように炉規法と特措法で土の取り扱いが極端に違う

場合、一般の方々にはどういうふうに説明されているのでしょうか。 

○竹内オブザーバー（規制庁） 

 規制庁です。今の特措法と炉規法との関係について、規制委員会のほうからこれについてどう

扱うかというのは、すみません、今までそういったご説明の実績はないというふうに考えており

ます。なので、炉規法上、その土をその俎上のものとどう扱うかというのは、これまでも検討は

なされていないというのが実態でございます。 

○奥田対策官 

 基本的に、すみません、これは私自身が法律を両方主管しているわけではないので少し語弊が

あるといけないんですけれども、基本的な理解としましては、原子炉等規制法というのは、あく
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までも通常状態にある放射性物質をしっかりと管理するためにつくられている法律でございまし

て、一方で特措法といいますのは、その汚染をされてしまった状態をどういうふうに戻していく

のかというところに主眼が置かれた法律でございますので、もともと放射性物質を管理する管理

の思想が少し違っているというふうに私自身は理解していまして、そういう意味で少し管理の仕

方ですとかに違いが出てきているんだというふうに考えてございます。 

○森田委員 

 そのことは十分理解をしていまして、前回も言ったように、その土は出せません、処理水は環

境中に出せますという話、また、中間貯蔵施設に8,000Ｂｑ/kg以上のものを集め、8,000Ｂｑ/kg

以下のものは再利用できますが、敷地の中の土砂は敷地外に出せません、という話は、本日は辰

巳委員が居られないので、代わりに言いますが、そのあたりは全体の整合性をとらないと、もし

環境中へＡＬＰＳ処理水を放出しますという話になったら、きちんと説明できるように整理して

おくべきではないのかという意見です。 

○山本（一）委員長 

 関谷委員、お願いします。 

○関谷委員 

 今の森田委員とほぼ同じ場所なんですけれども、もちろん敷地内の土壌というのが線量が高い

というのは、それはそうだと思うんですけれども、表面土壌を取れば、その土砂全体が汚染され

ているわけではないはずで、管理区域内というか、福島第一原子力発電所の中だから中で処分を

しなければいけないというのはある意味規制上の問題で、現実的に無理というわけではないんで

すよね。それを確認しておきたいんですけれども。 

○竹内オブザーバー（規制庁） 

 規制庁です。今ご指摘ありました敷地の中が管理区域ではないというご指摘ですけれども、今、

福島第一は敷地全体が管理区域と同等の管理対象区域という中で管理されておりますので、その

中で例えば土とか物品とかというのは持ち出すことはできない。工具とかで一度持ち出したもの

は汚染レベルをチェックして出すことはできますけれども、基本そこにあるものは出さないとい

う運用をしております。 

○関谷委員 

 なので、規制上の問題として管理対象区域でいいんですよね。として出さないけれども、要は、

中間貯蔵とかにある土とかそういった再生利用するものよりも低いものであっても中で管理して

いるというふうなことなんですね。 

○竹内オブザーバー（規制庁） 
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 今の炉規法上の体系ではそのように規制をしておりますし、もし出すとなれば、先ほど申し上

げましたように廃棄物として管理していただくと。そういう意味では、今の中間貯蔵でもそのま

ま外へどこでも持っていけるというものではないという意味では、そこは同じかと思っておりま

す。 

○関谷委員 

 だから、持っていけるものではないというのは、規制上の問題として持っていけるものではな

いわけで、低いものというのはあり得て、それと外側で高いものがあっても、高いものよりも中

に低いものがあっても、規制上の問題として出せないというだけですよねというのを確認してお

きたいんですけれども。 

○竹内オブザーバー（規制庁） 

 おっしゃるとおりです。そのまま低いものであっても、そのまま規制の枠を外して出すという

ことは今はできないと。先ほど申し上げたように、廃棄物として管理するという前提で持ち出す

ことは可能かと思っています。 

○関谷委員 

 クリアランスレベル以下だったら持ち出すことは可能ということですか、規制上は。 

○竹内オブザーバー（規制庁） 

 概念的には年間10マイクロというのが今の判断基準であるんですけれども、先ほど申し上げま

したように土を扱った場合どのような移行シナリオになるかというのは、今の炉規法上ですとそ

ういった基準はありませんので、別途検討が必要になるのではないかというふうに考えています。 

○山本（一）委員長 

 そのほか。はい、崎田委員、お願いします。 

○崎田委員 

 福島の方々に、いろいろな除染などの、多くの県民の方のお宅とか道路を除染した土などをど

こかに保管しなければいけないということは理解していただいて、ようやく中間貯蔵施設を多く

の方に納得いただいて、お一人お一人の地権者の方から今、承諾をいただきながら、ようやく施

設が形づくられつつあるというような状態だと思っております。 

 本当に多くの福島県の地域の方のご協力で施設ができつつあるというふうに私は理解しており

ます。 

 ですから、いわゆる東電の第一原子力発電所の中で今いろいろあるものに関して、今回ここで

はその汚染水を処理をしたものが非常に大量にあるものを保管し続けるのかどうするのかという

ことが話題になっていて、それ以外にもいろいろあるものに関しては、やはりその敷地のところ
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から出すという選択肢を考えるというのは、私は今、少し議論の方向としては福島の地域の方た

ちにとってはなかなか、それも納得しづらいお話なんではないかなというふうに強く思います。

ちょっとそれを一言申し上げておこうかなというふうに思います。 

○山本（一）委員長 

 はい、森田委員。 

○森田委員 

 私と関谷委員が聞いているのは、今の崎田委員の話（納得するしないの話）とは違い、どうい

う規制で、その汚染の低い土が敷地外に出せないのかということを聞いているだけです。規制上

どうなっているのかということを我々は聞いているので、規制上、こういう理由で土砂が敷地内

に出せないですよという回答をもらえればそれでいいのですが。 

○山本（一）委員長 

 はい、関谷委員。 

○関谷委員 

 森田さんの意見とほとんど同じなんですけれども、要は液体廃棄物だから基準値以下で外に出

していいと。だったら固体廃棄物である土に関してはどうなのかというのを聞きたいということ

です。 

○山本（一）委員長 

 室長、お願いします。 

○竹内オブザーバー（規制庁） 

 規制庁です。液体廃棄物は、液体廃棄物でも固体廃棄物でも、その基準を満たせば外に出せる

という整理は今、道はあるわけです。この液体廃棄物に関しましては、例えば建屋の中にある滞

留水をそのまま出すというのはできません。これは十分そのセシウム除去や多核種除去設備で取

れるだけのものを取って、それでもトリチウムが残るということで、それを告示の濃度を満足す

る形で海洋へ放出するというのが、管理放出というのが廃棄の方法として法令で決まっておりま

す。 

 固体廃棄物につきましては、これは物品であれば表面線量が40Ｂｑとかアルファでその10分の

１ですか、４Ｂｑとか0.4Ｂｑという形で持ち出しはできるんですけれども、廃棄物という形に

なりますと、基本的には処分するというものにつきましては、今ですとその埋設とかそういった

形になると思うんですけれども、そういった形で埋設処分という形をとるんであれば外へ出すこ

ともできるかとは思っております。 

○山本（一）委員長 
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 ほか、いかがでしょうか。 

 高倉委員、お願いします。 

○高倉委員 

 すみません、今の議論を聞いていると、やはり例えば中間貯蔵施設の法律の問題、それから施

設内の法律の問題、原子力発電所としての、それから、今回の場合は福島第一が事故を起こした

ので管理対象区域として、その辺の区別がやっぱりはっきりしないからこういうのが出てくると

思うんですよ。ですから、これはこうだということをもう少し規制庁がわかりやすく説明してい

ただければいいと思うんですけれども、こんがらがっているんですよね。 

○山本（一）委員長 

 事務局。 

○奥田対策官 

 恐らく、今日のご指摘は、特に炉規法の問題と特措法の問題と両方にまたがるところもあると

思いますので、我々が間に入って調整させていただいて、今日の森田委員のご指摘も、わかりや

すくちゃんと説明ができないといけないということだと思いますので、そのあたりはもう一度事

務局で整理をさせていただいて、ご提示をさせていただければというふうに考えてございます。 

○山本（一）委員長 

 ありがとうございます。そのほか。 

 開沼委員、お願いします。 

○開沼委員 

 東京電力の資料３の３ページのところなんですけれども、ほかの細かい資料では説明されてい

ることなのかなと想像しますけれども、デブリの話というのは非常に先行きが見えない中で進め

られているものだと思いますが、これだけの施設が一応リストとしては必要なものリストとして

出てくるのはわかるものの、多分デブリの性状であるとか、いつにどれだけとれるのかとか、あ

るいは研究の進捗ぐあいであるとか、そういったもので多分、敷地の中でどれだけの面積が必要

になるのかというのはかなり計算しにくい話なはずなのに、これを見ただけだとどこに根拠があ

るのかなというふうに端的に思ってしまうところがあります。 

 実際こういう見積もりを、時期であるとか施設であるとかを立てて、敷地面積も考えていると

ころの根拠になるような話、細かく全部ここでご説明いただくのは難しいと思いますけれども、

ある程度わかる部分でご説明いただければと思います。 

○山本（一）委員長 

 東京電力、お願いします。 
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○東京電力（松本） 

 東京電力からお答えさせていただきます。 

 まず、２ページのところに使用済み燃料や燃料デブリの一時保管施設ということで、乾式キャ

スクの一時保管施設約２万1,000平米というふうにございますが、こちらは下にございますとお

り、１から６号機に保管してあります使用済み燃料、それから、共用プールに保管してあります

使用済み燃料を現在、普通に貯蔵に使用している69体が入るキャスクがございます。これにおさ

めるというふうに仮定いたしますと、およそこれぐらいの面積が必要というふうな算定をいたし

ました。 

 それから、燃料デブリの一時保管施設、最大約６万平方メートルにつきましては、こちらは現

在１、２、３号機がメルトダウンして燃料デブリの状態になっておりますけれども、いわゆる燃

料本体、それから溶け落ちたであろう炉内の金属構造物も含めておよそ1,800トン程度は最大あ

るだろうというふうに思っておりまして、それをＴＭＩの２号機の容器でおさめるとすると、お

よそ６万平方メートル程度は必要ではないかというふうに試算したものでございます。 

 おっしゃるとおり、これはあくまで試算でございますので、例えばデブリの保管施設も２階建

てにするですとか、そういう敷地をよりコンパクトに利用するというような方法も今後あろうか

と思いますが、現時点ではまだそこまで設計が固まっておりませんので、およそ面積として必要

というふうなことを申し上げた次第です。 

 それから、３ページのところは、こちらはまだそういった面積等の試算まで進んでおらず、あ

くまでこういった施設がおよそ2020年代の前半、もしくは後半に必要ではないかということをリ

ストアップした次第です。今後、おっしゃるとおりデブリの取り出し等の資機材の開発、それか

ら保管施設の設計等が進んでいきますと、この辺の仕様も明確になってくるものというふうに考

えております。 

○山本（一）委員長 

 ありがとうございます。よろしいですか。 

 ほかいかがでしょうか。 

 はい、高倉委員。 

○高倉委員 

 今回の説明はスリーマイルのメルトダウンを参考にしているようですけれども、あの場合は少

なくとも燃料棒が全部メルトダウンしたのではなくて、燃料の上部がメルトダウンしたもので、

今回に比べて非常に処理しやすかったと思います。今回の場合は完全に燃料体全体がメルトダウ

ンした状態になっていますので、従業員の被ばくとか色々考えると、スリーマイルどころじゃな
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いような気がします。破損量的に言っても、事故状況から言っても大きく異なります。そういう

ところは考慮しているわけですか。 

○東京電力（松本） 

 おっしゃるとおり、まだそこまで十分な設計検討が進んでいるわけではありません。単純にウ

ラン、燃料の量、それから炉内構造物の量を推定しただけでございまして、高倉委員がおっしゃ

るように取り出しの方法すらそんなにしっかり固まっているものではありませんので、むしろ量

の問題と、あと、そういう意味では取り出してくるスピードといいますか、例えば今回６万平米

というふうにお示ししましたけれども、一遍にこれが必要というわけではなくて、順次小さいと

ころからでも段階的に拡張していくということもあろうかと思います。 

○山本（一）委員長 

 はい、森田委員。 

○森田委員 

 資料２のほうに戻って恐縮なんですが、資料２の５ページで、中間貯蔵施設予定地への敷地の

拡大について、結論として、一番最後にあるように、敷地を拡大することは難しいということが

書かれているんですけれども、これは国としての見解、それとも事務局としての見解、もしくは

環境省としての見解でしょうか。 

○奥田対策官 

 事務局として資料は出させていただいておりますけれども、この考え方を整理するに当たって

は環境省とも相談をさせていただいて、環境省と同じ考え方でここに書かせていただいてござい

ます。 

○山本（一）委員長 

 ほかいかがでしょうか。 

 それでは、どうもありがとうございました。いろいろご意見いただきましたが、敷地全体の利

用につきまして様々な制約はございますけれども、多少のタンクの増設も含めて検討の余地があ

るということ、それから、今いろいろお話がございましたように、敷地外の利用につきましては、

やはり課題が多いということも踏まえて、タンクの増設も含めた敷地の有効利用を徹底的に進め

るべきであるという方針で今後進めたいと思います。 

 では、次に議題３の貯蔵継続／処分方法と風評被害への対応について、に移ります。 

 まずは事務局から説明をお願いいたします。次に、東京電力から処分方法における工夫につい

て、ご説明願います。 

 では、事務局お願いします。 
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○奥田対策官 

 そうしましたら、資料４をまずご覧いただけますでしょうか。 

 まず１ページ目のところ、前回の議論を少し集約をさせていただいてございます。まず、福島

の復興を進めるために、福島第一原発の廃炉を進めるということで、ＡＬＰＳ処理水の取り扱い

を決めることが重要ということ、それから、廃炉を進めるために地元の生活を犠牲にするのは論

理が破綻しているというようなことで、福島の復興ということと廃炉を進捗させるということ、

それから処理水を処理していくことということの関係でご議論を少しいただいてございます。こ

の後、このあたりについて整理したものをご説明をさせていただければと思います。 

 それから、その３つ目以降でございますけれども、前回その貯蔵継続を一つの選択肢として検

討しましょうということでご議論いただきました。その中で、選択肢に入れるということであれ

ば、その後に残ったトリチウムはどうするのかセットで考えないといけないのではないかという

こと、また、汚染水の発生量が直ちに激減することは考えにくいということを考えると、永久に

貯蔵し続けることは不合理であるというようなご意見もいただきました。 

 また、その貯蔵している間、自然災害対策も考える必要があり、腐食や操作ミスによる漏えい

のリスク、こういったことも抱え続けることになると、こういったご意見もいただいてございま

す。 

 その中で、その中間的な貯蔵を行うということであれば、一定の条件を満たすまで貯蔵するよ

うな形で具体的な要件を詰めることが必要ではないかと、こういったご意見もいただいてござい

ます。 

 そういったご意見も踏まえてだと思いますけれども、風評に影響を与えるから貯蔵しているの

であれば、風評に大きな影響を与えないレベルになるまで貯蔵を継続するべきではないかという

ようなご意見もいただいたところでございます。 

 また、トリチウム水タスクフォース、それからこの小委員会、ここまで議論を積み重ねてきて

いますので、５つの処分方法について過去の実績等を鑑みて絞り込んでいかないと小委員会の結

論が出ないのではないか、こういったご意見もいただいたところでございます。 

 こういった頂いたご意見をもとに、事務局で議論を整理させていただきまして、今日またご議

論いただければというふうに考えてございます。 

 次、２ページ目でございます。 

 まず、福島の復興と廃炉作業というところでございますけれども、先ほども少し申し上げまし

たけれども、この東京電力福島第一原発の廃炉といいますのは、原子炉建屋から使用済み燃料で

すとか溶けて固まった燃料デブリを取り出すということなどによって、放射性物質によるリスク
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から人と環境を守るための継続的なリスクの低減活動であるということを前提に考えますと、福

島の復興の貫徹、それから廃炉作業、汚染水処理というのは対立するような概念ではなくて、廃

炉は福島復興の前提条件というふうに考えるべきではないかということでございます。 

 一方で、前回もご指摘ありましたように、廃炉を急ぐために復興をないがしろにするというこ

とがあってはならないというのは当然のことというふうに考えてございます。 

 そうしますと、いずれの処分方法、トリチウム水タスクフォースの中で議論された処分方法に

つきましては、生活圏への科学的な影響を生じないことを前提として検討されているということ

を踏まえれば、廃止措置が終了する際にはこの処理水についても何らかの処分を終えていること

が必要ではないかということで考えてございます。 

 下に図がございます。前回も同じようなものをお示しさせていただいておりますけれども、上

に書いてありますような使用済み燃料プールからの燃料の取り出しですとか燃料デブリの取り出

し、また、原子炉施設の解体等、こういったものが終わるタイミングで汚染水対策につきまして

も処理水の処理完了ですとかタンクの解体というところがなされているということを考えていけ

ればというふうに思ってございます。 

 こうしたことを考えますと、上の四角の一番下でございますけれども、復興を進めながらやは

り廃炉を進捗させていくということになりますので、風評への影響をどう捉えていくかというこ

とが大きな論点になるのではないかというふうに考えてございます。その観点で次のページ以降、

少しまとめさせていただいてございます。 

 ３ページ目でございます。 

 まず、貯蔵継続、処分方法と風評影響の関係というところでございますけれども、どのような

処分方法でも程度や発生時期の差はあるけれども、風評への影響を生じ得る可能性があるという

のは、これはこれまでこの委員会でも議論されてきたことだというふうに考えでございますが、

貯蔵を継続するとした場合でもいずれは処分をするということになるんだとすれば、その際に風

評への影響を生じ得る可能性があるということで、貯蔵を継続する中、また、処分を行う際にも、

風評への影響を最小限度に抑える対策、これをしっかりと検討していくことが必要ではないかと

いうふうに考えてございます。 

 貯蔵を継続している間ということでございますと、その次でございますけれども、よい面のみ

ならず負の影響も考えられるということで、その影響を緩和するための工夫について検討すべき

ではないか。貯蔵を継続している観点では処分に伴う影響というのは当然出ないということでご

ざいますけれども、さらに処分の際の風評影響につきましても、処分を遅らせれば遅らせるほど

貯蔵を継続すれば軽減できる可能性があると、こういったご意見もこれまでいただいてございま
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す。 

 一方で、先ほどご意見にありましたように、貯蔵している間の自然災害ですとかその他のリス

クを抱え続けることになるということも考慮する必要があるのではないかということもございま

すし、また、この廃炉の一環である処理水の処分が進まないということで廃炉が進んでいないで

すとか遅れているという印象を与えてしまえば、既存の風評被害払拭の障壁となり得る可能性も

あるということで、やはり貯蔵を継続している間の風評影響についても抑えるための工夫をすべ

きではないか。 

 例えばということで、溶接型のタンクで、多重の漏えい防止策を講じながら保管されているん

だということをしっかりと周知をしていくと、こういったこともやるべきではないかということ

でございます。ほかにもいろいろとあると思いますので、ぜひご意見をいただければと思います。 

 また、処分の際でございますけれども、処分の際の風評影響ということでございますと、その

処分方法の工夫というところで、その影響を緩和するということができるのではないかというこ

とでございます。 

 例えば、処分の濃度ですとか処分量、処分のタイミング、期間など、こういったところの工夫

というのはできないかというようなこともあるかと思いますし、また、具体的に処分方法、具体

的な設備設計の中で工夫できることもあるのではないかというふうにも考えてございます。ここ

は、また後ほど東京電力のほうからご提案をいただければというふうに考えてございます。 

 そういった形で風評への対策ということを考えていく上で、少しこれまで考えてきた風評対策、

この委員会で議論してきたことを振り返らせていただきますと、４ページ目でございますけれど

も、風評被害への対策ということで、これまで風評被害は、何度も申し上げますけれども、どう

いう形になっても発生するということを前提に対策を講じるべきだということで、講じる対策と

しまして大きく２つ、リスクコミュニケーションと経済的な対策を区分して考える、そして両方

ともしっかりと講じていくことが必要だと、こういったご議論をしてきていただいてございます。 

 下の図は、今日は細かくはご説明しませんけれども、以前ご議論していただきまして、ここに

書いてございますリスクコミュニケーション対策、それから経済的な対策、この２つが大事だと

いうことを議論いただいてございます。 

 それから、さらに次のページ、５ページ目でございます。風評被害のメカニズムの分析という

ことで、どういった形で風評被害が起こってくるのかというところで、処分に伴う様々な不安が

風評被害を誘発する可能性があるということで、こういったメカニズムを分析しながらそれぞれ

の階層ごと、この下の図を見ていただきますと、左側から右側に階層が流れていきますけれども、

処分の決定ですとか開始があったときに消費段階での不安、それから流通段階での不安、それか
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ら生産段階での不安と、こういったところに風評影響が出てくるというところをしっかりと階層

ごとに適切な対策をとっていくことが必要ではないか、こういった議論をこれまでしてきていた

だいてございました。 

 こういうこともまとめまして、６ページ目でございますけれども、風評被害対策案の検討とい

うことでございます。この処理水の取り扱い、まだどの処分方法にするかというのは議論の途上

でございます。社会的影響の大小を議論することは難しいというのがこれまでのこの委員会での

議論だと考えてございますが、それぞれの処分方法の特徴から３つの分類に分けられるというこ

とで、第８回の委員会のときに議論していただきました内容を下の表の中にまとめてございます。

地下水を経由するのか、海水を経由するのか、大気を経由するのかによって社会的な影響を直接

与える地域ですとか、社会的影響を直接与える対象といったところが違いが出てくるのではない

かということでございます。 

 ただ、対策につきましては先ほど申し上げましたメカニズムの分析、それぞれの階層ごとの対

策ということだというふうに考えてございまして、大きく分けますと、そこの２つ目に書いてご

ざいます長期の貯蔵継続を決定した場合の対策、貯蔵が継続している状態、それから処分の際に

は、処分実施前の対策と処分実施直後の対策というものに分けられるのではないか。また、貯蔵

継続ですとか、処分開始から時間がたち、影響が長期化したような際の対策というふうに分けて

考えられるのではないかということでございます。 

 その中でこの３番目の長期化した際の対策といいますのは、既存の風評被害への対策、今、事

故から８年半以上たちまして、まだいまだに続いている風評被害の対策、これも様々政府で検討

してございますけれども、こういったものと比較的同じような対策をとる必要が出てくるという

ことだと考えてございますので、特に今回は貯蔵を継続した場合の対策ですとか、処分の実施前

後の対策というものを検討していただけないかというふうに考えてございます。 

 例えば、貯蔵継続を決定した場合には、今の状況が続く、長期にわたる貯蔵の確実性を周知す

るというような対策が考えられるのではないかということでございます。また、処分実施前後の

対策ということでありますと、処分による生活圏への影響がないことなど、安全性を周知する対

策などが考えられないか、また、先ほど申し上げましたように、リスクコミュニケーションのみ

ならず、経済的な対策ということでその他有効な対策はどういったものがあるのか、こういった

ことをご議論いただけないかというふうに考えてございます。 

 その観点で事務局の素案としまして、下に少し風評被害対策案の素案というものを書かせてい

ただいてございます。今日の議論をたたき台にしていただければと思ってございますけれども、

これまで頂いた議論を事務局でこんな形ではないかというものでございます。 
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 まず、具体的な懸念を抱いているような方々には時間をかけて情報提供し、丁寧に説明をして

いくということが必要ではないかということで、これは主要な関係者ですとか地元の方々などが

主たる対象になるのかなというふうに考えてございます。 

 一方で、漠然と不安を抱いている方々に対しましては、その流通・消費されているという実績

を見せていくということで不安を払拭するということで、届けていくべき情報というのは少し差

が出てくるのではないかということでございます。 

 また、やはり風評影響を抑えるということであれば、流通構造、市場構造を変化させない、棚

に商品を並べ続けると、こういった対策が必要ないのではないかということで、これにつきまし

ては、やはり一番は流通関係者への働きかけということになるのかなというふうに考えてござい

ます。 

 それから、風評影響を受けるというときに、やはり商品の競争力を強化しておくということが

風評影響に力強く立ち向かっていく一つのツールになるということで、新商品の開発、これはい

ろんな、生産だけではなくて加工も含めてということになるかと思いますけれども、こういった

ところ、それから新規の販路開拓、こういったところが重要ではないかということ、それから、

前回もご議論もいただきましたけれども、やはり輸出の影響ということもありますので、こうい

った１から４の対策というものにつきましては、海外向けにもしっかりと実施をしていくべきで

はないかというようなことで考えてございます。 

 こういったことをたたき台にして、今日ご議論いただければというふうに考えてございます。 

 それから、続きまして７ページ目でございます。 

 こういった情報の届け方というふうなことも考えていきますと、説明・公聴会で頂いた様々な

ご意見の中で、まだご議論できていない合意形成のあり方という形でまとめているところがござ

います。この７ページの資料は、第10回の小委員会のときにお示しをさせていただいてご覧いた

だいたものでございますけれども、この合意形成のあり方につきましては、国民への丁寧なやは

り情報発信が必要だというようなご意見ですとか、そのために説明会等を実施することが必要と、

こういったご意見、ちょっと細かい内容は今日はご紹介しませんけれども、その他、その下に書

いてあるようなご意見をたくさんいただいています。こういったことも含めて、今日はぜひご議

論いただければということでございます。 

 その関係で次、８ページ目でございますけれども、関係するような議論、前回も少し行ってい

ただいておりまして、後ろ、１ページ飛ばしていただきまして９ページ目が前回ご議論いただい

た小委員会の立てつけということで、小委員会の検討の後、地元を初めとした幅広い関係者との

理解・調整もした上で政府として基本的な方針を決定していくと、こういう流れのご議論をさせ
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ていただいたところでございますけれども、ちょっと８ページ目に戻っていただきまして、その

議論の中で、地元を重視するのはもちろんですけれども、説明・公聴会でも国民的議論が必要と

いう意見が出ていて、もう少し広く意見を集めて処分方法を検討したほうがいいのではないか、

こういったご意見もございましたし、あと、全国的な風評対策については各省連携して取り組ん

でいるという中で、小委員会ではできるだけ地元の声を大切にしながら議論していくことが重要

ではないか、こういったご意見も頂いたところでございます。 

 そういったことも踏まえまして、事務局の考え方としましては、その下でございますけれども、

ステークホルダーの関与の方向性案ということで、まず基本的な方針の決定は政府の責任で行う

ということなんですけれども、小委員会の議論の中でも説明・公聴会も開催をさせていただきま

して、様々な意見を聞きながら議論をこれまで行ってきているというふうに考えてございますが、

さらに政府の意思決定に当たっては、有識者の議論の場であるこの小委員会の提言のみならず、

地元を初めとした幅広い関係者との調整も踏まえた上で政府として意思決定していく、それも透

明性のあるプロセスで決定を行っていくべきではないかということでございます。 

 このような方針の決定に当たっては、国民の理解の醸成を意識しつつ進める必要がもちろんご

ざいますけれども、方針の決定後についても、やはり国民の理解の醸成に向けて、透明性のある

情報発信ですとか双方向のコミュニケーション、こういったことを長期的に取り組んでいく必要

があるのではないかというふうに考えてございます。 

 下に参考で第４回のＩＡＥＡレビューミッションの最終報告の抜粋というものをつけさせてい

ただいてございます。昨年11月に実施をされて、今年１月にまとめられた報告書でございますけ

れども、その中でもやはり一番下に下線を引いてございますけれども、全ての関係者の関与を得

ながら実施されるべきであるということで、こういったこともＩＡＥＡのご指摘も踏まえながら、

政府としてもしっかり取り組んでいきたいというふうに考えてございます。 

 最後、10ページ目でございますけれども、こうしたステークホルダーの関与の方向性というと

ころでございますけれども、直接の関係者、それから情報不足による不安を覚える方々の、この

双方について検討すべきではないかということでございます。下に２つ分けて書かせていただい

てございますけれども、地元を中心に現実的に利害が発生し得るような方々、関係者から意見を

伺い、また、決定事項の説明をしていくということで、関係者からしっかりとご意見を伺うべき

という意見もございます。事前、事後の丁寧な説明もしながらということになると思いますけれ

ども、やはり方針決定前にしっかりとご意見を伺いながら、説明は方針決定前、方針決定後、双

方にわたってしっかりと行っていく必要があるのではないかということでございます。 

 一方で、情報不足による不安を覚える方々、これは広く国民全般ということになるかと思いま
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すけれども、情報発信、周知徹底ということが必要ではないかということでございます。情報を

発信をしまして、広く国民の皆様にお届けするということが必要な中で、誰にどういった情報を

発信して情報をお届けしていくことが必要か、こういったことがその論点ではないかということ

で考えてございます。 

 また、国の責任者から丁寧な情報発信ですとか積極的な情報公開、これはもちろん必要だとい

うふうに思っていますし、国内のみならず国外への丁寧な情報発信、これも必要だと考えてござ

います。 

 また、情報発信をするときには、より広い層の方々が参加しやすいような形での実施ですとか、

疑問を解決しやすいような双方向型のコミュニケーションを意識した実施、こういったことも考

えていくべきではないかというふうに考えてございます。こういったところについて、今日ご議

論をいただければというふうに考えてございます。 

○山本（一）委員長 

 ありがとうございます。 

 続いて、東京電力からお願いいたします。 

○東京電力（松本） 

 それでは、先ほどの資料４の中にございました処分方法に応じてどのような風評被害を抑制す

るための工夫があるかということについて検討してまいりましたので、ご報告させていただきま

す。 

 資料５をご覧ください。 

 １ページめくっていただきまして、まず処分方法につきまして、トリチウム水タスクフォース

にて評価されました５つの処分方法、それから貯蔵継続につきまして、まず技術的な検討項目を

下表のとおり整理しております。 

 評価の項目は、トリチウムの処分実績があるかというところと技術的な検討項目という横軸で

整理しております。 

 まず、地層処分、地層注入につきましては、これまで処分の実績はございません。技術的な検

討項目といたした、まだ国内の法令が未整備であること、地層注入可能な地質が確認できていな

いこと、地中に注入してしまいますので、その後のモニタリングが困難なため、漏えいの検知が

不可能であることでございます。 

 また、海洋放出につきましては注書きに書かせていただきましたけれども、国内外の海洋、河

川、湖での放出実績がございます。また、既に行われておりますし、技術的に特に困難な課題は

ないというふうに考えています。 
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 水蒸気放出につきましては、ＴＭＩの水の処分の放出実績がございます。また、国内外の原子

力施設においては、換気に伴います放出実績がございます。ただ、今回の多核種除去設備等処理

水におきましては、蒸発によります廃棄物、特に塩が発生することと、拡散予測が困難なために

モニタリングに課題があるというところでございます。 

 続いて、水素放出でございますが、これは一旦水を電気分解して水素と酸素に分ける方法でご

ざいますが、これはトリチウムとしての処分実績はございません。特に水素を分離しますので、

水素爆発によるリスクが当然ございます。また、水蒸気放出と同様に、電気分解による廃棄物

（塩）が発生いたします。 

 地下埋設につきましては、こちらもこういった水をコンクリートで固めて処分した実績はござ

いませんし、技術的な検討項目といたしましては、固化に伴いまして体積が３倍から６倍に増加

いたします。そのために、貯蔵継続よりも敷地が必要ということと、固化によります発熱がござ

いますので、その際に水分の蒸発が伴ってまいります。 

 最後に貯蔵継続でございますが、こちらは実施中のものでございます。ただし、最後、廃炉の

終わりにタンクが残るというところと、先ほど敷地のご説明をさせていただいたとおり、廃炉事

業に必要な施設の設置に影響が出るという課題がございます。 

 このうち水蒸気と海洋放出につきまして、具体的な工夫を考えてみたわけですけれども、２ペ

ージになりますが、まずそもそも風評抑制のための基本的な考え方は東電なりにまとめています。

まず１つは、法令、規制法等を含め、法令遵守はもちろんでございます。安全であることが大前

提でございます。また、処分方法に応じて風評を誘起する地域や対象を考慮すること、それから、

環境へ放出する場合には放射性物質の量を可能な限り低減する、異常を検知した場合には速やか

に処分を停止する、適切なモニタリングを行い迅速に公表するというようなことが基本的な考え

方というふうに思っております。 

 このうち先ほど申し上げたとおり、実績がございます海洋放出と水蒸気放出につきまして、風

評抑制のための取り組みを検討いたしましたので、まず海洋放出につきまして３ページをご覧く

ださい。 

 大よそ６つの方策があるというふうに思っておりまして、まず①、左上になりますが、構内の

貯留タンクに現在ためております。トリチウム濃度の低い水から順次放出いたしまして、高濃度

のトリチウム水につきましては時間がかかるということで、減衰を待つという方法があるのでは

ないかというふうに思っています。 

 また、②二次処理設備でございますが、これは昨年トリチウム以外の核種が存在するというこ

とをご報告いたしましたけれども、トリチウム以外の核種については、放出の際に規制基準を満
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たすまで二次処理を行ってまいります。 

 それから、サンプルタンクにつきましては、一旦水をためまして、その水を第三者が分析する

ことでトリチウム以外の核種が告示比総和１未満であることを確認いたします。 

 続いて、下に流れていきますけれども、⑤番になりますが、緊急停止というところで放射線モ

ニタで異常を検知した場合には海水停止、海水移送ポンプを停止し、失礼しました、放射線モニ

タで異常を検知した場合、もしくは希釈に使っております海水ポンプが停止した場合には、緊急

遮断弁を停止して、放出を緊急停止するというような方策もございます。 

 また、左側にいきますが、希釈設備につきましては、法令を十分に満足するよう海水にて希釈

するような設備を作る必要がございます。 

 また、放出以降、⑥になりますが、海洋のモニタリングをこれまで以上に強化して、測定結果

は速やかに公表するということが必要になるとに思っています。 

 ４ページにつきましては、水蒸気放出を選択した場合の工夫でございます。基本的には海洋放

出と同様でございまして、左上から順に申し上げますと、構内の貯留タンクにつきましては濃度

の低い水から順次放出して、高い水については減衰を待つという方法、続きまして、二次処理設

備でトリチウム以外の核種は放出の際の規制基準を満足するまで二次処理を行うこと、３番目に、

サンプルタンクで放出前の核種、トリチウムのような核種の濃度を確認すること、緊急停止のと

ころでございますが、こちらも同様に放射線モニタで異常値を検知した場合には緊急遮断弁を閉

止して放出をとめます。また、４番目には、希釈設備でございますが、こちらは空気になります

のでブロワというふうに書いてございますが、法令を十分満足するよう空気にて希釈する、拡散

を促進するために、なるべく高いところから放出するというような方策があろうかというふうに

思っています。 

 なお、３ページ、４ページに放射線モニタというふうに書いてございますが、これはトリチウ

ムをはかっているわけではございませんで、トリチウムのような核種、特にガンマ線を放出する

核種につきましては、サンプルタンクできちんとはかった上で放出いたしますが、万一飛び込ん

でくるというようなものがあるかないかというのを確認したいというふうに思っております。 

 東京電力からは以上でございます。 

○山本（一）委員長 

 ありがとうございます。 

 それでは、事務局及び東京電力の説明に対しまして、ご質問、ご意見等ございましたらご発言

をお願いします。 

 森田委員。 
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○森田委員 

 資料４の２ページ目に、前回の振り返りのところなんですが、その廃止措置が終了する際には

処理水についても何らかの処分を終えていることが必要というふうにあるんですが、これは具体

的にはどういうことをおっしゃっているのかちょっとわからないんですけれども。 

○奥田対策官 

 下にも書いているんですけれども、処理水の処理完了、タンクの解体ということで、その廃止

措置が終了するというときにはタンクの中の水がなくなっていて、タンクの解体も終えていると、

こういう状態で廃止措置が終えたと言えるのではないかと、こういうことでございます。 

○森田委員 

 次のページ、３ページ目ですと、貯蔵を継続する場合は、いずれは処分を実施することになり

と、処分の時間というか、時期を定めていないんですけれども、その前のページでは、いわゆる

廃止措置が終了するときには終えていなければいけないということを言っているわけですね。 

○奥田対策官 

 前回のご議論の中でも様々ご意見いただいていますけれども、事務局として前回のご議論をま

た見せていただくと、やはりこの廃止措置終了までの間のどのタイミングかというのはもちろん

まだ議論が必要かと思ってございますけれども、廃止措置終了の際には終えているということは、

少なくとも委員の皆様の合意がなされている部分ではないかということで今日書かせていただい

てございますけれども、もちろん違ったという意見がございましたらおっしゃっていただければ

と思います。 

○森田委員 

 東京電力の資料で、資料５の例えば１ページ目で、貯蔵継続をした場合は廃炉の終わりにタン

クが残ると書かれています。何が聞きたいかというと、廃炉の作業という話と廃止措置、どこが

違うのかということを説明してほしいのと、この廃炉終了という話、もしくは廃止措置という話

に、タンクの処分というのは含まれている話なのか、それともタンクの処分というのは別の話で

あって、廃炉措置という作業が終わった段階でタンクの処分も終えていますという話なのかとい

うことを聞きたいんですけれども。 

○奥田対策官 

 すみません、まず廃炉の作業ということで廃止措置の終了と、廃止措置の終了というのは法律

上の用語でございますので、基本的には同じことだと思っていただいたらいいと思いますけれど

も、その際に、今回まとめさせていただいた事務局の考え方としましては、廃止措置、廃炉作業

そのものの中にこの処理水の処分というものももちろん含まれていますし、タンクの解体という
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ことも含まれていると。その中でそれ全体を終えるということになるときには、ですから処理水

についても何らかの処分を終えていることが必要ではないかと、こういうことでございます。 

○森田委員 

 というと、例えばタンクの処分ができずにずっと長く貯蔵継続していく場合、ずっと廃止措置

が終わらないということですか。 

○奥田対策官 

 そうです。タンクに水が残ったままの状態で廃炉を終えた、廃止措置を終えたということを言

うのはなかなか難しいんじゃないかというふうに考えてございます。 

○森田委員 

 そうすると資料の、廃止措置が終了する際には処理水についても何らかの処分を終えているこ

とが必要という日本語がおかしいんじゃないのかと。 

○奥田対策官 

 日本語がおかしいというと。 

○森田委員 

 廃止措置が終了するということは、つまり処理水の処分が終わっているということなんですよ

ね。 

○奥田対策官 

 そうですね、はい。 

○森田委員 

 だけど、ここには廃止措置が終了するという話と、処理水の処分が別のことで書いてあります

よね。 

○奥田対策官 

 そういうことですね、わかりました。表現は、また修正させていただければと思います。 

○森田委員 

 もう一点、関連してなんですけれども、東京電力の先ほどの資料３の４ページで、心意気とい

うことで、敷地内で廃炉作業をやり遂げることが基本的方針だという話なんですが、これは法令

に従ってタンクの処分を、タンクの中の水を処理して、廃炉作業をやり遂げるということですよ

ね。 

○東京電力（松本） 

 はい、廃止措置の終了、我々はこの資料では廃炉の終わりというふうに書かせていただきまし

たけれども、その段階ではタンクもきれいに片づいているということを考えています。 
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○森田委員 

 敷地内でやり遂げると言っているのは、例えば大気に放出したり、海洋に放出したりというこ

とをして敷地内でやり遂げるということを言っているということですよね。 

○東京電力（松本） 

 仮に、まだ処分の方法については決まっておりませんけれども、１ページに貯蔵を継続した場

合の最後の行にありますとおり、ある意味ちょっと想像いたしますと、例えば貯留を継続してい

きますと年間で５万5,000トン、10年で55万トンの水を確保、蓄えていくということになります。

それをずっとやり続けた際には、敷地の中がおよそタンクだらけになるんだろうというふうに想

像いたしますと、廃炉の終わり、廃止措置の終了という段階ではそういったものがきれいに片づ

いているということですので、当然水に関しましても処分を終えたいというふうに思っておりま

す。 

○山本（一）委員長 

 開沼委員、お願いします。 

○開沼委員 

 ２点あるんですが、１つ目が、今のじゃなくて、さっきの森田委員からもあったんですけれど

も、この風評の問題がマスメディアも非常に重要なプレイヤーであると、審判じゃなくて選手で

あるというふうに捉えながら考えていかなきゃならないんですけれども、資料が出た瞬間こうい

う方針だという、この議論が経た上での話ではなく情報が伝わっているということが構造的にい

ろいろ予期せぬ問題を起こしていくんじゃないかというご指摘だったかなと思いますので、ちょ

っとそれに関連するところなんですけれども、具体的な話をしないとしようがないと思うので、

「news zero」を見ていたら、先日、大規模タンクで長期保管を今年度以内にする方針で決める

ことになっていると取材している記者が言っていると、冒頭ニュースを見ていたら言っているわ

けですね。非常に私は委員として、でも前回出ていないからそのときそんな話があったのかなと

思って資料を、議事録を見たが当然書いていなくて、ここまでの委員会も全部出ております。事

実確認としてそういうことをこの場なのか、あるいは記者の方向けのレクチャー等があるのかも

しれませんが、そういう場で言ったようなこととかってあるんですかね。 

○奥田対策官 

 少なくとも、そういうことを申し上げたことはないです。 

○開沼委員 

 と思うんですけれども、そこは非常に難しい問題で、そう伝わるような、そう解釈されるよう

な何かがあるんだとすれば、やっぱりそういうところは非常に気をつけていただきたいと。やっ
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ぱりその都度、こういうふうに決定したのだというふうに捉えられてしまう情報が全国放送とか、

もちろん地元も見ているという中で流れると、ああ、そうなのかと、その都度いろいろな波紋が

起こり、また、昨日あたりから今日にかけての報道でもこういうことになるということがこの議

論が始まる前に既に情報として出てしまっていると、そういうことが続いていくとオオカミ少年

みたいに、結局何を、本当のこと言っているのかどうかわからないという信用の低下につながる

と思いますし、多分必要なことは、タスクフォースがまずあってとか、ここまで議論がこういう

ふうにあって、公聴会等を経て、多分今、ここまでトリチウム以外のタンクの中に入っている核

種の状況を説明することから始まって、今、大規模タンクの長期保管の話もして、議論がこうや

っていますよという全体像を多分つかめない状態に多くの国民や、もちろんメディアの方もある

のかなというふうに私は捉えています。 

 やっぱりそこの全体像の中で今こういう議論をしているんだというふうにしないと、また別な

例えばメディアの方では、これは答えありきの委員会で早々に決まるんだとか、これは始まった

ときに言われたわけですけれども、答えありきだったらもう決まっているわけで、実際に決まっ

ていないでずっとやっているわけだから、そこの変な臆測を呼んでいるということだけがずっと

最初から今まで一貫しているのかなと思いますので、そこら辺のちゃんと、メディアもそうであ

るし、今はソーシャルメディア等もありますから、情報の発信の仕方、東京電力はこういうふう

にやっていますという資料も今日もありますけれども、行政として、事務局として、もうちょっ

とメディアとのコミュニケーション等をどういうふうにするのかという点で、現状こういうこと

を例えばメディア向けにレクチャーをしていますとか、あるいは情報の出し方とかで検討する余

地とかあるのかなと、もしあれば教えていただければと思います。 

○奥田対策官 

 そういう意味では、我々もメディアを通じて情報が流れていくということは非常に大きなイン

パクトがあると思っていますので、できるだけメディアの方々に丁寧にご説明させていただくと

いう方針でこれまでもやってきているところでございますけれども、まだそういう意味では、そ

ういう報道が出るということはまだ足りてないということだと思いますので、より丁寧にやって

いきたいなというふうに思います。 

 小委員会の資料につきましても、ちょっと、どのタイミングで説明するかというのは今日いろ

いろ森田委員からも、ほかの委員からもご指摘いただきまして、委員会の前に決めつけたような

記事が出てしまうというのはよくないというご指摘もございましたので、タイミングはよく考え

ていきたいと思いますけれども、いずれにしましても丁寧に説明するということだと思いますし、

毎回この委員会が終わった後もこの場に残って、その表現の確認ですとか、どういう趣旨だった



 28 

のかということのご質問にもお答えさせていただいていますので、そういったことはこれからも

しっかり継続してやっていきたいなというふうに考えてございます。 

○開沼委員 

 ぜひ風評の話を伝えるというところで満足せずに、伝わるようにということをよく言われます

けれども、その点は留意いただければと思います。 

 ２点目なんですけれども、これは具体的な話で、東京電力の資料５の３、４ページ目のところ

で、すみません、気が早いという話かもしれないですけれども、多分気になる人も当然出てくる

話で、結局これがここまでの議論だと数年間以上は最低でもこのシステムを回して３ページや４

ページにあるようなもの、あるいはほかの処分方法など別なシステムになると思うんですけれど

も、これをこの機材を回して、その後にでも汚染水というか、建屋内に流入する水は一定程度出

続けると思うんですけれども、これがじゃ、とりあえず今あるタンクについては処分が終わりま

したという後にこの仕組みは使わなくなるのか、あるいは規模を縮小した形で使うようになるの

か、すみません、私の知識が足りない部分があるかもしれないですけれども、地下水バイパスで

あるとかサブドレンから既にトリチウムが含まれた水、海にもちろん検査した上で、基準を確認

した上で出ていると思いますけれども、あれと同じようなものになるのかという、これの後って

どうなっていくのというところの技術的な見通しがあれば教えていただきたいんですけれども、

いかがでしょうか。 

○山本（一）委員長 

 お願いします。 

○東京電力（松本） 

 まず、今回のシミュレーションでもご説明したとおり、現在、2020年末に汚染水の発生量は日

量で150立方メートル以下にするということが目標でございます。したがって、2021年以降は日

量150立方メートルで増加する、そのまま増え続けるということが前提でございますが、当然そ

れまでには建屋に入ってくる流量をいかに抑え込んでいくか、できるだけ小さくするということ

はやはりやっていかなきゃいけないというふうに思っています。特に2020年には、いわゆる原子

炉建屋以外の建屋のドライアップといいまして、床面が見えるという状況までいたしますが、そ

の後、タービン建屋等をどういうふうに止水していくかというところは技術的な課題がまだまだ

ありますけれども、そういった止水工事をきちんとして、できるだけ汚染水の発生量を小さくす

るということで考えています。 

 したがいまして、３ページ、４ページで仮に設備をつくったとしても、設備そのものはきちん

と安全性を維持しなきゃいけませんけれども、処理する水の量については、ずっと同じ量を処理
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するというわけではなくて、次第に減少させていくべきものというふうに考えています。 

○開沼委員 

 ということは、この処理をしているこのシステムというか、そういう設備というのが最終的に

は縮小していって、ドライアップ等も実現していけば、ほぼ汚染水処理みたいなことをずっとや

っていますよというイメージではもうなくなっていくということで考えていいんですか。 

○東京電力（松本） 

 はい。時期をきちんと明示するところまでまだ来ていませんけれども、そういう目標を持って

おります。 

○山本（一）委員長 

 小山委員、お願いします。 

○小山委員 

 事務局資料の資料４の６ページなんですけれども、風評対策のところで、処分実施前後に行わ

れる風評被害対策の素案というのはここに書かれていることだと思うんですけれども、（１）の

長期の貯蔵継続決定した場合の風評被害対策というのがちょっとどんなイメージなのかなという

のを確認させてください。 

○山本（一）委員長 

 事務局。 

○奥田対策官 

 この下の素案は、長期の貯蔵継続決定した場合も同じような形が必要なんじゃないかなという

ふうには考えてございます。上にも少し書いています。やっぱり、ただ、やれることというのは

少ない、ある意味その貯蔵継続を決定するということは今の状態が継続するということになるも

のですから少し違いはあるかもしれませんけれども、やはり具体的な懸念を抱いている層という

ところでいいますと、やはり長期貯蔵するということに対して懸念を抱く方もいらっしゃると思

いますので、その方々に対してしっかりと長期貯蔵の確実性みたいなところをお伝えをしていく

ということは必要になってくるだろうというふうに思いますし、そういったことで生じてくる風

評の影響というのがあるのであれば、その２番目、３番目、４番目みたいなところも同じような

形で取り組んでいく必要があるかなと、こういうふうに考えてございます。 

○小山委員 

 タンクに処理水があるから風評が広がるというより、廃炉自体がどういう状況かということも

含めて、不安がある人に対するというイメージですかね。 

 すみません、もう一つだけ、資料４で９ページ、前回も議論したと思うんですけれども、この
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委員会自体どこかで何らかの方針をつくって、それを②のところですか、地元で検討を開始する

ということなんですけれども、改めてこれは地元を初めとした幅広い関係者、関係者というのが

どのぐらいの範囲なのかというのをちょっと、もし今考えられているものがあるのであれば確認

させてください。 

○奥田対策官 

 これは、前回も様々なご意見をいただきまして、地元だけではないというふうに考えてござい

ますし、そういう意味で、ちょっと前回から表現は修正させていただいておりまして、たしか前

回は「地元をはじめとした関係者」と書いていたと思うんですけれども、「地元をはじめとした

幅広い関係者」というふうに修正をさせていただいております。 

 そういう意味では、我々今、関係者としましては、当然先ほど風評の影響、それぞれ３つのそ

の経路によって違ってくるというふうに書かせていただいていますけれども、そういった関係者

になるような人たちというのは当然対象になると思いますし、流通の関係の方々なんかも当然あ

ると思いますし、先ほどの開沼先生のお話からすると、マスメディアの方々みたいなものもひょ

っとしたら関係者と言えるのかもしれません。そこにつきましては、事務局でまだ何かこういっ

たものというふうに固めているというより、まさにこの委員会で今こういった形で意見をいただ

いていますので、そういった意見を踏まえて、我々としても委員会の後の議論として考えていき

たいなというふうに思ってございます。 

○小山委員 

 資料６ページにあった１から５までいろいろありますけれども、何かここに関わるような幅広

い関係者というイメージですかね。例えば具体的に懸念を抱えている層の方々とか、流通・消費

でまだ情報がわからない方だとか、業者も含めた、輸出もここには書かれていますけれども、そ

ういうのも考慮して幅広く考えるみたいな。 

○奥田対策官 

 そうですね。おっしゃるとおりだと思います。そういったご意見を踏まえて、これからまた

我々のほうで考えていきたいなと思います。 

○山本（一）委員長 

 山西委員、お願いします。 

○山西委員 

 資料３には、今後のトリチウム水の発生の予測みたいなのが点線では書いているんですけれど

も、今後の発生の見通しの量とか濃度みたいなのをある程度の仮定で、もちろん仮定でしかでき

ないと思うんですけれども、もう少し具体的な数字を上げるということはできるんでしょうか。
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そういうことはやっぱり重要だと思うんですけれども、質問と。 

○東京電力（松本） 

 まず、発生量といたしましては、現在日量で170立方メートルまで来ておりますので、これを

来年末までに150立方メートルまでするというのが数値上の目標でございまして、先ほど申し上

げたとおり、これをできるだけさらに小さくしていくというところです。 

 他方、いわゆる濃度に関しましては、現在、定期的にはかっておりますけれども、大体平均で

１リッター当たり100万Ｂｑ程度ございますので、それを前提に考えていきたいというふうに思

っています。 

○山西委員 

 現状、まだこれぐらいはトリチウムが残っているはずでとか、あと、今後は廃炉を進める上で

は、水というのはいろいろ洗浄とかでいっぱい使いますのでまた出てくると思うんですけれども、

何かそういう見通しは、数字というのは何かあるのでしょうか。 

○東京電力（松本） 

 まだ全体としてどれぐらいあるかというところについては、原子炉建屋の中の調査がまだ十分

進んでおりませんので、全体としてどれくらいあるかというところついては、もう一度確認して

ご報告させていただければというふうに思います。 

 それから、ご質問にあったどんなものが今後洗浄水として出てくるのかということについても、

これからデブリの取り出し装置ですとか、様々な装置の開発等が進むにつれて当然付随して発生

してくる量も考慮するべきというふうに思っています。 

○山本（一）委員長 

 山本委員、お願いします。 

○山本（徳）委員 

 資料４の６ページに、長期の貯蔵継続を決定した場合というような表現がありますけれども、

これは概念としてどれぐらいの長期を考えられておられるのかとか、技術的にある程度見通しを

持ちながらお考えになられているのか、そこのところを１つお伺いしたいと。 

 それから、２つ目は７ページに、公聴会でいただいたご意見をお書きいただいているんですが、

下から２つ目に汚染水を海洋放出のときには云々かんぬんというのがございますが、ちょっと

我々はＡＬＰＳの処理水の議論はしているけれども、汚染水を直接海洋放出するというような議

論はしてないので、少し誤解があるようであれば「※」をつけてリマークをしておくとか、そう

いうようなことをしておいたほうがよろしいんではないかというふうに思います。 

 それから、最後ですけれども、東電さんの資料の３ページ目に、①で構内貯留タンクのところ
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なんですが、高濃度の水は減衰を待つというふうにお書きになられているんですが、もちろんこ

ういう考え方もあろうかとは思いますけれども、低濃度から出していく、高濃度を先に出すのか

どうかという意味では高濃度は後で出していくというのは、それはいいと思うんですけれども、

一定のレベルまで減衰を待つというよりは、その順番を後にする間、減衰されることを期待する

というような意味でおっしゃられているのか、あるいは一定の濃度まで減衰することを待って、

それまでは待つんですというようなことをおっしゃっておられるのか、ちょっと微妙にニュアン

スは違いますので確認をしておきたいと思うんですけれども。 

 以上です。 

○山本（一）委員長 

 東電さんから。 

○東京電力（松本） 

 東京電力がお答えさせていただきますが、前者のほうでございます。どちらかというと後ろの

ほうに後回しにすることで、その期間における減衰を期待するという状況でございまして、どの

レベルまで下がるまで待つということではございません。 

○奥田対策官 

 まず、６ページ目の長期の貯蔵継続を決定した場合というところでございますけれども、先ほ

ど少し議論させていただきましたけれども、少なくともその廃止措置が終えるまでの間には処分

をしないといけないということですので、ここで申し上げている長期の貯蔵継続ということもそ

の間ということになると思います。 

 ですので、その処分を終える、タンクの解体まで終えるということが廃炉の終了までに終わる

ぐらいの間の間での長期、どのぐらいなのかというのはまさにこれから議論していただく論点で

もあるかと思いますけれども、その廃止措置の間を超えて長期ということを考えているわけでは

なくて、廃止措置までの間で貯蔵するとしたらどのぐらいなのかということを考えていく必要が

あるのかなということでございまして、その長期貯蔵の、だから長期の貯蔵というとすごく長い

期間を想起してしまうかもしれませんので、ちょっと表現に無理はあるかもしれませんけれども、

今日のご議論も踏まえて、その廃止措置の終了までの間の貯蔵ということだと思ってございます。 

 そこの技術的な裏づけというのはまだ見通せているかといいますと、そうではございませんし、

先ほどご議論いただきましたように、やはり敷地の中をどういうふうに使っていくかというとこ

ろが非常に重要な課題になってきますので、その中でできる範囲というのをちゃんと見定めなが

らやっていく必要があるというのはもちろんそうだと思いますけれども、そのあたりはまだ精査

ができてないところでもありますので、今後検討していく必要があるかなというところでござい
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ます。 

 それから、７ページ目のところの資料でございます。これ自身は我々の意見ということではな

くて、説明・公聴会で来ていただいた方々のご意見でございますし、おっしゃるとおり、事実誤

認のところもあるということで、すみません、ちょっとわかりにくくて恐縮なんですが、一番下

の行に一応、主な意見を記載するが、必ずしも事実関係として正確でない点もあることから、今

後の小委員会では事実関係も含めて確認・議論を行っていくということでございますし、まさに

おっしゃっていただいたところ、汚染水を海洋放出ということはこの委員会では検討しておりま

せんで、ＡＬＰＳ処理水と呼んでおりますけれども、処理した水をどうするかということをまさ

に検討しているというところでございますので、そのあたりは誤解なきように我々のほうでは情

報発信していきたいなというふうに思います。 

○山本（徳）委員 

 ありがとうございます。特に長期の貯蔵の件は、これまでにも例えば100年間貯蔵するんだと

か、そんなような議論も少し出た経緯もございますので、大体どういう概念なのかというのはや

っぱりある程度幅を持った議論をするのであれば、したほうがいいというふうに思います。 

○山本（一）委員長 

 では、崎田委員、お願いします。 

○崎田委員 

 ありがとうございます。今回の資料を拝見して、私もそれぞれの選択肢を考えたときに、時間

軸から言うとどういうふうなことが考えられるのかというのを次の段階として資料を出していた

だくのもいいんではないかなという感じがいたしました。 

 例えば、今、事務局の資料だと６ページのところの長期というか、廃止措置までの期間の継続

を決定した場合という意味だと思いますが、社会的影響を与えうる地域とか、そういう表が中に

ありますけれども、例えばこういう選択肢の場合に、その時間を考えた横軸から見るとどういう

ふうに考えられるのかということをそれぞれの選択肢の中で考えていただくというのが必要なの

ではないか、それが社会の多くの方に議論の現実感を持っていただけるんではないかという感じ

がしています。 

 どうしてかというと、例えばいろいろな方とお話をしていくと、処理水の処分というとすぐに

全部というか大量なものを一斉にどこかに放出するというイメージでお考えの方も大勢いらっし

ゃる。何かその辺の時間軸というか、どのくらいの配慮をそれぞれ考えているんだということを

もう少し明確に議論の俎上にも乗せていただき、社会に丁寧に発信することも必要なんではない

かというふうに思います。 
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 例えばその点からいくと、資料５の東京電力からの資料ですが、１ページ目のところには、こ

れまでの処分の実績があるのが海洋放出と、水蒸気放出で、今実施中なのが貯蔵継続とあります。

それをもとに３ページ、４ページのところに、例えば海洋放出と水蒸気放出の場合はどういうふ

うな仕組みで考えているのか、特に風評被害が起きないように丁寧に実施するということが図と

して出ています。次の段階としては、これをそれぞれ具体化する場合だったらばどのくらいの時

間軸をかけてこれをやろうとされているのかという情報があるといいのでは。例えば海洋放出の

考え方と、水蒸気放出の考え方と、例えば貯蔵継続の考え方の場合、どういうふうに考えられる

のかとか、ほかの地層注入とかいろんな方法もありますので、議論している内容を明確にしてい

ただくためにも、そういう資料が次の段階に必要なのではないかなというふうに思っています。 

 なお、そういう現実感のあるデータをもとに、またいろいろな方に対話をしていただくとか、

意見交換をしていただくというのは必要なんだと思います。私はいつも発言しているように、し

っかりと復興を進めていただきたい。そのためにも廃炉をじっくりと丁寧に進めていただく、そ

の中にはちゃんとこの処理水の処分ということも入っているという、そういう全体像をきちんと、

特に地域の方ときちんとお話し合いをしていただき、そこで信頼関係をつくっていただくことが、

結果として全国への信頼関係づくりにつながるんだというふうに思って、ここに参加をさせてい

ただいています。 

 そういうことを考えれば、今回、事務局の資料の８ページに、この検討をどういうふうに今後

進めていくかということで考え方が出ていますが、やはりいろいろな方の、特に地域の方の声を

しっかり受けとめていただきたい。かといって地域の方もいろいろなお仕事の分野であったりお

立場でご意見は違うと思うんですね。そういうことを全て踏まえて、どういう後々の風評被害対

策の配慮が必要なのかという仕組みも明確に考えた上で、やはり政府として決断をしていただく

という、そういうところが大事なんではないかなというふうに思っております。 

 地域の方々とお話をしてても、やはり責任を持って決断できるのは、自分たちではなくてやっ

ぱり今回の件は政府なのではないかというご意見が、私は伺う限りでは多いです。ただし、もち

ろん、そのそれぞれの意見は多様です。いろいろなお立場の方の意見をしっかり聞いていただい

た上で、それを受けとめて制度とか風評被害対策の仕組みをどう導入していくかということを考

えていただく、やはりそういうような流れにしっかり持っていっていただくのがいいのではない

かなと、思っています。 

 ですから、もちろんその前にこの小委員会の意見としてどんなふうに提案するかという一定の

まとめをつくっていかなければいけませんけれども、それをもとにやはり地域の方としっかり話

し合っていただく、そういう流れをつくっていただければうれしいなと、私はそういうふうに思
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っています。 

○山本（一）委員長 

 ありがとうございます。 

 今後の議論の進め方という事務局のほうの３ページの一番下のところにもそれは少し書いてあ

るところですが、ここの議論をもう少し詰めることが要るのかなと思っております。 

 関谷委員、お願いします。 

○関谷委員 

 ちょっと幾つかあるんですけれども、まず最初に、３ページの真ん中のところの風評の負の影

響のところの３つ目のポチが少し気になるんですが、ここについてまずお伺いしたいんですけれ

ども、既存の風評被害払拭の障壁となる可能性がありというふうになっていて、要は処理水を処

分しないことによって風評が継続するというふうなことを言われているんですけれども、まずこ

こで議論しているのは次の４ページにもあるとおり、風評被害というのを経済対策、補塡・抑制

のための経済対策というふうにしているので、この３ページ、４ページで議論しているのは、風

評というのはいろんな使われ方がありますけれども、あくまで経済的影響だというふうに理解し

ています。 

 そう考えると、経済的影響の払拭の障壁となる可能性がありというのは、具体的にどういうこ

となのかがちょっとよくかわらないんですけれども。 

○奥田対策官 

 まず、これは必ず起こるというふうに申し上げているわけではなくて、可能性があるというふ

うに書かせていただいていますけれども、私自身いろんな方とお話ししている中で、やはりその

水の処理が進まないと廃炉が進んでいないという印象が出てくるというようなことをおっしゃる

方もいらっしゃいます。そういったご意見も踏まえると、やはり風評影響が出る可能性があるん

じゃないかなということでございますけれども、その中で今の状況で言うと、やはり今、特に福

島を中心にその風評影響が全くなくなっている状況ではないというふうに認識しておりますし、

今なお風評による経済的な影響というのは福島県内に残っているものがたくさんあると思います。

そういった影響について、それを払拭していく取組を進めていかないといけないわけでございま

すけれども、廃炉が進んでない、終わらないということがそういう払拭をしていく中で障壁にな

る可能性があるんじゃないかなと、こういうことでございます。 

○関谷委員 

 ここはきちんと確認しておきたいんですけれども、継続をしている、昨日もそうですし、今日

もそうですし、明日もそうなんですけれども、今、貯留を継続している段階にあります。そのこ
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とが経済的な影響になっているかというと、多分直接はなっていない。どちらかというと、その

周りのどう処分するかという言論とか言説であったり、政治家の発言であったり、また、ネット

上の議論であったり、そういったところがある意味風評になっているので、継続していること自

体に関しては、ある意味時間が経てば経つほど影響は少なくなってくるはずで、ちょっとここの

ところは、私は風評のことを研究している立場からすると結構違和感がある表現です。 

 例えば、メディアの影響というのはいろんな議論の仕方があると思うんですけれども、メディ

ア研究の議題設定効果とか、あと、記憶の研究のエビングハウスとかいろんなのがあるんですけ

れども、時間が経過すればするほど人々の関心度とか、あと社会的影響度というのは小さくなっ

ていくはずで、継続していることによって影響があるというのは少し違和感のある表現です。こ

れは、まず１つ意見として言わせていただきたいというふうに思います。これは科学的な問題で

はなくて、あくまで経済的、心理的、社会的な影響を議論しているというふうな観点からすると

違和感のある表現だと私は思います。 

 ２つ目なんですけれども、これ以降は意見ですが、５つの対策とあるんですけれども、どちら

かというと、これは今、福島県内の漁業者の方であったり農業者の方であったり、既に政府の協

力とかも含めて、県も含めてやっていることで、余り特にこれをこれから新しく特段やるという

ならすぐにでもやってほしいことなので、これを放出するというか、処理をするからといって出

てくる話なのかなというのが疑問があります。そもそもこの８年間でいろいろな形で丁寧に説明

してきたはずですし、実績を見せようとしてきたはずですし、新商品の開発とかはされてきたは

ずで、新たな対策ができるならすぐにでもやってほしいことで、風評被害対策といって目新しく

出てくることではないのではないかというふうに思います。 

 あと、３つ目なんですけれども、先ほど崎田委員もおっしゃっていましたが、私はどちらかと

いうと時間軸の中で、特に漁業や復興、社会の側の時間軸をきちんと一番最初の軸に入れてほし

いというふうに思います。というのは、今まで風評被害で問題になったのは、ＢＳＥであるとか

カイワレ大根とか今までありますけれども、例えば体力のなかったカイワレ大根業者というのは、

ある意味Ｏ－157の風評にさらされたときに半減してしまいました。けれども、ある程度体力の

ある畜産業とかの場合は時間がたつと回復をしています。ある意味、ある業界というか、その経

済的な体力があるなしというのはすごく効いてくると思います。 

 今、福島県内の漁業が復興していない状況で放出するのと、ある程度回復してから放出すると

いうのは多分意味が違ってくるので、放出、すみません、処理をするというのは意味が変わって

くるので、社会の側の時間軸というのを少し入れていただきたいというふうに思います。 

 また、もう一点なんですけれども、東京電力の資料の１ページの地層注入についてちょっと気
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になったんですけれども、今、東京電力さんとしてはＣＣＳとか、あと、電力業界全体としては

科学的特性マップといって地層の処分の仕方というもののために様々な地質の確認とか、いろい

ろな調査というのをされていると思いますし、モニタリングというのをされていると思うんです

けれども、ここで地質が確認できないとか、モニタリングが困難だと出るのはどういうふうな意

味合いなんでしょうか。一番最後の点は質問になりますけれども、地層注入のところだけが少し

気になります。 

○東京電力（松本） 

 地層注入に関しましては、ご指摘のとおりＣＣＳとか、いわゆる処分場等の検討が進んでいる

ということは承知しておりますが、今回のように多核種除去設備処理水を地層に注入するという

ような、いわゆる水の状態で、かつその中にトリチウムといういわゆる水そのものが含まれてい

るということに対して適切な地層がというところについて、我々は十分な知見を有していないと

いうことと、モニタリング等については今のところ相当難しいのではないかというふうな形で判

断しているところです。 

 どちらかと、今の段階ではこの５つの処分方法プラス貯蔵継続に比べれば、相当これも難しさ

の難易度は高いものだというふうに考えております。 

○山本（一）委員長 

 森田委員、お願いします。 

○森田委員 

 資料４で、先ほど関谷委員もおっしゃったように、既存の風評被害払拭の障壁となる可能性が

あるというところですが、私自身も確かに違和感があって、現在、福島県では補償が終了してい

っています。今年度は、ついに観光業も補償の対象から外れると聞いていますから、現在、貯蔵

を継続していることが、風評被害払拭の障壁となる可能性があるというのは、現状を正しく認識

できていないのではないかと思います。 

 あと合意形成のあり方で、８ページあたり、どこでもいいんですけれども、先ほど崎田委員も

おっしゃったように、やっぱり地域ではいろいろな意見があると思います。例えば、福島第一原

発が立地している大熊町と双葉町を比較しても、双葉町では、事故以前から、いわゆる漁業者が、

ここでは組合に所属しているかどうかという意味ですが、1人も居られない町です。大熊町には、

居られます。そういうことでも、双葉町と大熊町では、例えば海洋放出に関して全く感覚が違う

と思われるので、地域のいろんな意見を丁寧に聞いてほしいということです。ここは、崎田委員

と同じ意見です。 

 そこで質問ですが、事務局が言っている地元というのがどのあたりのことを地元、または地域
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でもいいんですが、と考えているのでしょうか。これは、事務局と我々の感覚を合わせたいとい

う意味で、聞いているのですが。 

○奥田対策官 

 まず、地元のところからお答えをさせていただきますと、これは感覚それぞれ、森田委員も

我々とおっしゃいましたけれども、多分この委員の先生方、皆さんそれぞれちょっとずつ違う感

覚をお持ちになっている可能性もありますけれども、少なくとも私は、やっぱり福島県を中心に

というふうに考えてございます。双葉町、大熊町ということではなくて、福島県全体を中心にと

いうことでございますけれども、地元を初めとした幅広い関係者ということで、どこからが地元

でどこからがというのはなかなか切り分けにくいところもありますけれども、福島県を中心にし

ながら、その周辺も含めてご意見をお聞きしていく必要があるかなというふうに今考えていると

ころでございます。 

 あと、もう一つ、すみません、貯蔵継続で風評がということなんですけれども、すみません、

表現がうまくなくてちょっと誤解を生んでいるところもあると思うんですけれども、私が申し上

げたかったのは、貯蔵継続しているから風評が出ているということではなくて、貯蔵継続をして

いることによって廃炉が進んでないとか遅れているという印象を与え得る、そういう印象を持た

れる方もいらっしゃるので、廃炉が進まない、遅れているということでその風評の払拭の障壁に

なる可能性があるということを申し上げたかったので、ちょっとそこはすみません、誤解がある

のであればすみません、私の表現のあれかなというふうに思います。 

○森田委員 

 もうひとつ、続いて別の質問ですけれども、これは、長くトリチウムを研究されてこられた山

本委員長に聞くのがよろしいかと思うんですが、聞きたいのは、例えば規制委員会の前委員長も、

現委員長も、前環境大臣も、海洋放出が唯一の手段だということをよくおっしゃられるんですよ

ね。でも、実際、事故処理の実績があるのはスリーマイル原発で行った水蒸気放出だけですよね。

以前、事務局にも配っていただいた世界の原子力発電所のトリチウムの年間放出量の資料でも、

例えば、韓国のウォルソン原発でも、液体放出が17兆Bq/年ですが、気体放出で119兆q/年もトリ

チウムを出しています。それで委員長に聞きたいんですが、東京電力の資料の技術的項目の比較

を見ても水蒸気放出に対して海洋放出がそれほどのメリットを持っているというか、技術的にす

ぐれているというふうに全く読めないんですが、なぜそこまでいろいろな方が唯一の方法だとお

っしゃっているのは、なぜだと思われますか。 

○山本（一）委員長 

 タスクフォースの主査を務めて、そのとき議論をしたわけですけれども、その際森田委員は非
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常に嫌われましたけれども、どれだけの期間で、どれだけのお金でできるかという、その法律レ

ベルまで達するのにどれだけ期間と費用がかかるかというところをまとめの中の一つの指標とし

てお示ししました。その答えを見ていただくとわかるけれども、水蒸気放出と海洋放出で同じ状

態というか、同じ基準を満たすために、どれだけ期間が短く費用が低くて済むかという、そのこ

とだけから見れば、海洋放出のほうが技術的観点から見れば容易であるという答えであったと。 

 それから、今まで出しているのがスリーマイルで水蒸気だけだというのは、あそこに海があり

ませんから、それはそうなったというふうに考えます。 

○森田委員 

 スリーマイルは、隣に大きい川があるから海洋放出とは言わないけれども、水に放出するとい

うことは可能だったわけです。トリチウムタスクフォースの時に、住民の方が水蒸気放出を選択

したということで水蒸気放出になったというふうに説明を受けましたが、今おっしゃっているの

は、コスト面とか、処理にかかる期間を考えた場合がそこに言うメリットが見られるということ

ですよね。 

 しかし、一方で例えば、期間ということを考えると、前々回あたりで聞いたと思いますが、現

在は、なくなっているそうですが、以前は、海洋放出には、放出管理目標値というものがあった

わけで、今後、そうした処分を方法が選択された場合は、以前存在していたその目標値をどう取

り扱うかという問題が出てくることを考えれば、もともと放出管理目標値がない水蒸気放出には、

そういう過去のしがらみがないので、結局、期間的には、海洋放出も水蒸気放出も似たようなも

のになるのではないかというのは、私個人の見解です。 

○山本（一）委員長 

 今、森田委員はそのようにご意見おっしゃいまして、先ほども少し申し上げましたけれども、

風評被害の影響をできるだけ緩和するために工夫が必要であると、ここをちゃんと議論できれば

我々のこの委員会の使命というか、それがある程度達成できるんではなかろうかと思っておりま

す。ですから、濃度、処分量、タイミング、期間ですね、これがやっぱり重要なポイントになる

んではなかろうかと、そのように思います。 

 今、事務局から、崎田委員、小山委員があと30分ないぐらいで途中退席なさると聞いておりま

す。最後にお二方、退出されちゃうとご意見が言えなくなるので、今おっしゃることがあればお

願いいたします。 

○崎田委員 

 機会をいただきましてすみません、ありがとうございます。 

 私、今いろいろとご発言を伺いながら、貯蔵継続することでの風評被害ということに違和感が
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あるというご発言が続いたんですが、私は逆に貯蔵を継続することでの風評被害という新たな側

面があるんではないかというのを、このごろかなり考えるようになったということを一言申し上

げておきたいと思います。 

 このごろマスコミも取り上げていたりすることで、いろいろな方と処理水についてお話をする

機会もふえてきたんですけれども、基本的に今、委員長がご説明いただいたような、この前のタ

スクフォースで５つのやり方をきちんと専門家が精査をされて、そういう内容を踏まえて検討し

ているということをご存じの方もまだまだ少なかったりとか、他にも、結局なかなか廃炉が進ん

でいないと、タンクがたくさん林立し、何も手つかずで貯蔵を継続しているという状態が、廃炉

が進んでないという、進められないのではないかという、そういうような声を聞いたりもします。

特に、海外からのマスコミの方にお会いしても、やはりそういうかなりな誤解を与えている面が

多いなという感じがしております。 

 ですから、きちんとした情報発信をすることと、やはりこの委員会できちんと検討していると

いうことも発信をしつつ、一歩ずつ何らかの道筋をつけていくという、そこがすごく大事な時期

なんではないかと、このごろ非常にその辺を感じております。 

 一言発言させていただきます。 

○山本（一）委員長 

 小山委員、お願いします。 

○小山委員 

 処分濃度、処分量、処分タイミング、期間というのがここで考えることだと思うんですけれど

も、ちょっとどうなのかなと思うんですが、処分の場所、最近ちょっと話題になったので、大阪

湾にという話もありましたけれども、場所については、基本的には、今日ずっと議論ありますけ

れども１Ｆの中、あるいはその周辺、大気だろうが何だろうがというのはもう前提というふうに

考えていいんですよね。 

○小山委員 

 僕の意見ではないですけれども、一応確認で。 

 どうなんですか、この場所については。ここには４つの濃度、処分量、タイミング、期間とい

うことだったんですけれども、もし。 

○奥田対策官 

 場所については、前回少し処理水を持ち出すということについてご議論いただきましたけれど

も、できないわけではないものの課題はたくさんあるというのが前回の東京電力からのご説明だ

ったと思いますし、そういうことを前提に考えていく必要があるということだと思いますので、
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排除するわけではないですけれども、課題があるということは認識して議論していかないといけ

ないんじゃないかなと、こういうふうに考えています。 

○森田委員 

 聞いていいですか。 

○山本（一）委員長 

 はい、森田委員、お願いします。 

○森田委員 

 コストのことを考えなければ、規制的には、大阪湾へ持っていって排出することが可能なんで

すか。処理水を大阪に持って行って大阪湾に排出するというような話が出ていますが、それは規

制的な観点から見て可能な話なんですか。 

○竹内オブザーバー（規制庁） 

 規制庁です。前回も少し言及いたしましたけれども、まずは一旦、廃棄物として搬出して敷地

の外へ保管すると、管理した上で、そこで希釈して廃棄することは規制上、可能だと考えていま

す。 

○奥田対策官 

 そういう意味では、ですから今さらっと規制庁からお話しいただきましたけれども、まず管理

する施設をどこか違う場所にちゃんと認可を得てつくらないといけないということだと思います

し、その場所までの移送についても、それぞれのご理解をいただきながらやらないといけないと、

そういうことでよろしいですか。 

○竹内オブザーバー（規制庁） 

 すみません、規制庁です。少し説明を端折ってすみませんでした。 

 いずれにしても、そこは今申し上げた場合も管理事業の許可というのが必要になりますので、

その許可の中で廃棄することも許可の対象になってくると思います。 

○森田委員 

 あえて聞いたのは、そういうことはちゃんと説明しないと、今後、大阪の話のような話がいろ

いろなところから出てくるのではないかと思ったからです。 

○山本（一）委員長 

 高倉委員、お願いします。 

○高倉委員 

 事務局のほうから今後の方針についての案を示していただきまして、基本的な方針の決定とい

うのは「政府の責任」でやる、これには私も賛同しますが、その基本的な方針の決定というのは
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どこがするかです。ここの小委員会ではなく、内閣府の本委員会で決定するのではないですか、

違うんですか。 

○奥田対策官 

 ちょっと９ページ目をご覧いただければと思いますけれども、この小委員会ではなくて、そこ

の絵では政府というふうに書かせていただいてございますけれども、この小委員会自身が政府の

組織の中でいいますと、一番上から言いますと、原子力災害対策本部の下に廃炉汚染水対策関係

閣僚等会議というのがございまして、その下に汚染水処理対策委員会という有識者の会議があっ

て、その下に今この小委員会が設置されているという形でございますので、政府としての意思決

定ということで言いますと、少なくとも汚染水処理対策委員会までは有識者の委員会でございま

すので、政府ということではなくて有識者の検討の場でございますので、その上のところの会議

体の中で政府として意思決定をしていくということになると考えてございます。 

○高倉委員 

 その辺がはっきりしないと、我々はどこまで検討すれば良いのかが分かりません。エンドレス

でも困りますので、ある程度まとまった段階で上にあげるべきと思います。トリチウムタスクフ

ォースのときもそうだったんですが、ある程度決めておいて上げて、それでその後の対策をとる。

例えば去年は国民の意見を聞く会でいろいろやりました。その次に来るのは恐らく、これは難し

いとは思うんですけれども、いろいろの人を集めて検討会とか議論とかすると思うんです。その

ときにステークホルダーを選ぶのは非常に難しいんですけれども、そういうことまで我々はやら

なければならないのかです。そうするとなかなか進まないわけですよ。 

 一番難しいのは、やはりステークホルダーの選択とかになると思いますが、事務局はその辺を

どの様に考えているのか、ちょっとお聞きしたいんですけれども。 

○奥田対策官 

 ステークホルダーの選択をこの委員会でということは考えておりませんけれども、どういった

ステークホルダーとしっかりと議論していくべきかというご提案はこの委員会の中で様々な知見

を有している委員の皆様方からいただきたいというふうに考えてございます。 

○高倉委員 

 あと、国の責任者の丁寧な情報発信というんですけれども、これはどこを意味するのかちょっ

とわからないんだけれども、どこの管轄になるんですか。 

○奥田対策官 

 どこの管轄というのは。 

○高倉委員 
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 昔ですとエネ庁や科学技術庁でやってたんですけれども、今は環境省、文科省、復興庁、国土

省など全部入っているんじゃないですか。ですから、広報の責任はどこがやるんですか。全部が

やるんですか。 

○奥田対策官 

 そうです。当然その役所ごとに所掌がありますので、その所掌の中というのはもちろんあるん

ですけれども、この廃炉汚染水対策について言いますと、関係閣僚等会議というところでいろん

な対策を決めてやっていくということを決めてございます。それは逆に言いますと、もちろんそ

の軽重はあるんですけれども、参加している関係各省が力を一にして取り組んでいくと、こうい

うことだというふうに考えてございます。 

○高倉委員 

 いろいろ進め方について検討されているのはいいとは思うんですけれども、そのほかに私は、

前も言ったんですけれども、日本の場合は基本的に議会民主主義です。そうするとやっぱり国会、

地方の県議会、それから町村会、そういったところの説明が十分なされないとまずいんじゃない

かと感じます。関係者だけ取り上げてステークホルダーもいいんですけれども、やはり一番は

「議会民主主義」だと思うんですけれども、その辺はどうお考えですか。 

○奥田対策官 

 もちろん議会民主制の中でということではありますので、議会での議論ももちろんいただくこ

ともあると思いますし、実際にそういう場を設けてではないですけれども、例えば我々で言いま

すと、国会の中でもこの問題を取り上げていただいてご議論いただいていることもこれまでもご

ざいますし、今後もそういったこともあるんではないかなというふうに考えてございます。 

○高倉委員 

 東電さんにちょっとお聞きしたいんですけれども、表があっていろいろ書いてあるんですけれ

ども、その中でドライアップ方法の場合、スリーマイルの例があるんですが、そのときの水の量

と、それからどのぐらいかかったのか、経済的な面もですね。それから日本の場合は法的にどう

なのか、その辺、それから拡散状況ですか、そういったものを調べたのかどうか、そういったこ

ともちゃんと表の中に書いてもらいたい気がするんですけれども。 

○東京電力（松本） 

 ＴＭＩのときは、およそ約8,700立方メートルを蒸発させて、彼らが言うところの冷却塔から

放出させています。期間はたしか５年程度だったというふうに記憶していますが、我々の水の量

からすると1000分の１、今で言いますと、115万立方メートルためておりますので、量としては

非常に小さいというふうに思っています。 
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 それから、大気のほうの放出でございますが、こちらはある意味、管理的に放出しているわけ

ではございませんで、いわゆる原子炉建屋の換気の中にトリチウムが含まれて、換気の空気の中

に水蒸気の成分としてトリチウムが含まれています。資料２の中の３ページのところにございま

すが、気体の廃棄物として発電所の建物換気というところがございます。排気筒の手前のところ

に３つに分かれているところの１つでございますが、例えば使用済み核燃料プールの中の水分が

蒸発して、それがトリチウムを含んでおりますので、それが排気筒から出てくる。排気筒のとこ

ろで空気をサンプリングして、トリチウムの量をはかって、空気の量で積算することで年間の排

出量を測定しているというところでございます。 

 したがって、我々が大気、水蒸気放出というところで実績のところで書かせていただいたとこ

ろ、そういったところを区別する意味でＴＭＩでの放出実績というのを計画して意図的に放出し

たもの、それから、換気を通じて出ていくものという形で区別したところでございます。こちら

は規制上も測定等は義務づけられておりますけれども、そういった手続を踏んでやっております。 

○高倉委員 

 すみません、追加ですけれども、問題なのは、今後どのぐらい発生するのか、いつまで続くか

というのが全然わからないじゃないですか。その辺をどう考えるかなんですけれども、エンドレ

スにたまっていくというか、増えていくのに対して。 

○東京電力（松本） 

 もちろん資料３でご説明させていただいたとおり、現在のタンク計画で申し上げますと、2022

年の夏ごろには満杯になる予定でございますので、今後この小委の議論を踏まえながら我々とし

ては判断していきたいというふうに考えています。 

○山本（一）委員長 

 柿内委員。 

○柿内委員 

 いろいろ議論ある中で、結局、資料４の７ページ目の上から４つ目、例えばトリチウム水タス

クフォースで選択肢を５つに絞り込んだときに、科学的には影響ないということのエビデンスの

場合今日いらっしゃらないですけれども、田内委員とかの生物影響に対してこういう濃度だと影

響ありますよと言って頂けます。そういった話と、昨年公聴会がありましたときに、こういう前

提のもとにこういうことは懸念されるんじゃないかという意見がいろいろあったんですけれども、

そのときに科学としてちょっと事実誤認とかがあったものもあると思うんですね。そういう意味

で、エビデンスをすり合わせる意味で、そういうのをやっぱり繰り返し発信をして、そういう事

実誤認、その乖離を縮めていく、それを前提のもとに共通のエビデンスというか、見解のもとに
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議論をしないと、やっぱりすれ違ったままになる懸念があると思うので、そういう機会とか場と

いうのはどういうふうに設定すればいいのかというのも含めて、ちょっと検討いただけたらと思

います。 

○山本（一）委員長 

 ありがとうございます。 

○奥田対策官 

 ちょっと、すみません、戻ってしまって。関谷委員からいただいた６ページ目の素案のところ

で、ありきたりのものというか、今やっているものが書いてあるんじゃないかというご指摘をい

ただいたんですけれども、おっしゃるとおり、その処分をしたとき、もしくはその貯蔵継続を決

定した場合でもいいんですけれども、何かしらアクションを起こしたときにプラスアルファでや

るべきことがあるかどうかということをぜひ議論いただければなというふうに思っていまして、

ここで書いている（３）の長期化した際の対策というのは、おっしゃるとおり今まさにやってい

るものと同じようなものになってくると思うんですけれども、逆に、今やっているから何もやら

なくていいということなのであればそれはそれで一つの考え方かもしれませんけれども、我々と

してはやはり今、一般的な風評対策をやっているから、じゃ、この決定をする、処分をするとい

うときに何もやらなくていいということではなくて、やはりそこで何かのアクションを起こさな

いといけないんじゃないかということでご議論いただいていますので、その観点で何かもし専門

家としてご示唆いただけるものがあれば非常にありがたいなと思います。 

○関谷委員 

 私のこれは意見として言わせていただいたつもりで、質問という意味ではないんですけれども、

常にこの５つの項目というのは行われているというふうに理解しています。政府の対策として、

また県の対策として、また沿岸市町村がやっている項目だと思っています。それを量的に増やす

というか、お金がかかるんでしたら金額的に風評被害対策としてその費目を増やすというのはあ

ると思いますけれども、項目としてドラスティックな新たな対策が出てくるわけではないんだろ

うというふうな意味で新しいものではないんじゃないかという意味で言わせていただきました。 

 また、もしも処分、放出云々ではなくて、それにできるんだったらもう早目に今やっていただ

きたいというふうに思いますし、それは処分するから、処理をするからやるというものではなく

て、今現段階で福島県の農産物でも、牛肉とか米とかまだ課題を抱えているところもありますし、

魚介類に関してはいまだやっぱり消費市場では問題があるわけです。ですから、それが今できる

んだったら当然今やってほしいわけで、放出するから追加的にやるということではないんじゃな

いかなというふうには思います。 
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○奥田対策官 

 ありがとうございます。ちょっとあれかもしれません、私のイメージしていたのは、例えばそ

の①とか、①が特にそうだと思うんですけれども、その貯蔵を継続するんであれば、こういう貯

蔵の仕方をするので皆さん安心してくださいということかもしれませんし、その処分をするので

あればこういう処分の仕方をするので、その環境にはこういう影響がある、こういうところには

影響は出ないみたいなことをちゃんと説明していくというような、そういう意味で時間をかけて

情報提供して丁寧に説明するというのは同じなんですけれども、説明をする内容みたいなところ

はやはり今やっているものと実際に何らかの取り扱いを決めたときで異なってくるんじゃないか

なという、そういうイメージで言いました。 

○関谷委員 

 それで言うと風評被害対策というか、処分の方法まで含めるんだったら、やはり先ほどから私

とか森田委員が質問しているような内容に、やっぱりちゃんと丁寧に説明していただきたいとい

うふうに思います。例えば、その事故があった前と後で液体の廃棄物として規制以下だったら問

題ないというんだったら、何で固体廃棄物として土砂というものはそうならないのか、外に出せ

ないのか。要は、あと、その外側では除染をして、上を剥ぎ取って、表面土壌を剥ぎ取って、中

のものは除染しなくていいところを出してある程度生活できるようにしている、つまり表面の剥

ぎ取りをして除染しているのに、何でその中のものは全部まとめて土砂場に捨てるのか。やっぱ

り再生土壌の話もそうですし、そこら辺の説明まで含めてきちんとしていただかないと、何で今

放出するのかというのがやっぱり理解できないというふうに思います。そこら辺も丁寧に説明し

ていただかないで先に政治家とかから放出しかないとか、そういうふうな意見が出てくるという

のは、それはやっぱり風評云々ということではなくて、信頼感を損なうことではないかなという

ふうには思います。 

○山本（一）委員長 

 高倉委員。 

○高倉委員 

 今のところなんですけれども、流通・消費されている実績を見せることで不安を払拭するとあ

りますね。これはセシウム134と137の話であって、トリチウムの話じゃないわけですよね。今後

トリチウムの問題が出てきたときに、これとは別な不安を払拭しなければと思うのですが。 

○奥田対策官 

 そういう意味で、今の状況と処理水を処分したときで、おっしゃるとおり不安に思う要素とい

うのは変わってくる可能性はあると思いますので、そのところについてのご説明というのはその
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タイミングでやはり必要なんじゃないかなというふうに思っています。 

○高倉委員 

 具体的にどういうことを言いたいわけですか。極端な話、トリチウムを放出した場合に心配な

いと言うのであれば、どういうふうに言えばよいか。実績を見せることで不安を払拭するとあり

ますが。 

○奥田対策官 

 ここで２つ書き分けさせていただいたのは、例えばトリチウムの安全性というのはこういうも

のですとか、そういうちゃんと丁寧な説明を実際に聞いていただける方、関心があって知りたい

と思っている方々というのは私のイメージで言うと①の方に該当し、そこは丁寧に説明させてい

ただこうと。ただ、世の中の方々皆さんがそういうところに時間を割いて、その話を聞いて理解

をしてという方々ばかりではなくて、忙しい中で、世の中の動きの中でいろんな判断をされてい

る中で言うと、そこまで深くトリチウムはどういう性質なのかということまで知りたいというこ

とじゃなくて、世の中できちんと流通されていて消費されている、みんなが安心だと思っている

ということをもって、その不安を解消される方というのもいらっしゃるんじゃないかなというふ

うに考えると、その２つ目のような流通とか消費されているという、ですから今のセシウムの問

題というよりは、ここで書かせていただいたのは、何らかのその決定、その貯蔵を継続するなり、

処分するなりという決定をしたときに、その消費構造が変わる中で、変わらずに消費されている

んだということが伝わっていくことが重要だという要素もあるんじゃないかなと、こういうこと

でございます。 

○山本（一）委員長 

 柿内委員。 

○柿内委員 

 今の話ではないんですけれども、先ほどから関谷委員とか森田委員から出ているように、クリ

アランスがなぜこれまで原子力関連施設で考えられているのか、それはリソースの再利用だった

りとかいろいろあると思います。あと、前提条件として経済合理性とかというのが考えられて原

子力発電所、海外、世界含めて、海洋放出だったり、大気放出されたりしています。今、福島第

一のところで考えていくときに、共通する基盤の考え方とそれを相入れない考え方とあると思う

んですけれども、そういったところを整理した上で福島第一でそれが使われるエッセンスがあれ

ばそこを前提に適用可能かどうかというところを整理していただけたらなと思います。 

○山本（一）委員長 

 ありがとうございます。いろいろご意見、ありがとうございます。 
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 それでは、最後に処理水ポータルサイトを東京電力が改修なさったそうですので、簡単に説明

をお願いいたします。 

○東京電力（松本） 

 右肩に「参考資料」というふうに書かせていただきましたものをご覧ください。 

 ページを開きますと、処理水ポータルサイトの改修についてということで、こちらは昨年の年

末に日本語版、翌月１月に英語版のポータルサイトを開始いたしまして、処理水の保管の状況等

についてまとめて情報提供ができるような形で考えておりますが、今後、今回、長期貯蔵継続と

いうこともありましたので、処理水の保管につきましても小委で議論した内容、資料等をここに

掲載させていこうということで、今般26日に公開、今後、今日議論した内容も引き続き資料のア

ップをここにしていきたいというふうに思っております。 

 また、次のページでございますが、英語サイトの改修についてということで、処理水ポータル

サイトは日、英両方用意してございましたけれども、英語版につきましては、それでもまだ一部

リンク先が十分に整ってないというケースもございましたので、今回データの関連の集約ページ、

それからリンク先の張り直しということを今回実施いたしました。こちらについても随時更新を

仕掛けていきたいということで、正しい正確な情報をこういったところでお伝えしたいというふ

うに思っております。以上でございます。 

 それから、失礼いたしました。先ほど高倉委員のほうからＴＭＩの処理の状況についてご質問

がありました際に、私は約５年というふうに申し上げましたけれども、正確には33カ月、３年弱

でございました。おわびして訂正いたします。 

○山本（一）委員長 

 ありがとうございます。今のご説明に対しまして何かご質問とかございますか。 

 では、ありがとうございました。 

 それでは、本日の議事は以上ですけれども、本日の議論の中でまだお話とかご意見ございまし

たらお願いいたします。 

○森田委員 

 余計なことを聞くなという感じかもしれませんが、もう説明・公聴会とか開く予定はないんで

しょうか。この質問の意図は、大分頑張って説明・公聴会で意見いただいたことに対して、回答

をしてきたので、どのぐらい浸透したかなということを知りたいということです。 

○奥田対策官 

 説明・公聴会自身は、そういう世の中の状況を把握するというよりは、どういう懸念をお持ち

になっているのかということをお聞かせいただくということを目的にやらせていただきまして、
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ある程度そこで出てきた懸念というのは我々も把握を、この委員会として把握をさせていただい

て、その論点についてこれまで順次議論してきていただいていると考えてございますので、森田

委員のおっしゃる世の中の方々がどういう認識が変化してきたのかというのは、例えばそれこそ

関谷委員がやられているようなアンケート調査みたいなところでやっぱり把握をしていくほうが

適当なんじゃないかなというふうに考えています。 

○山本（一）委員長 

 柿内委員。 

○柿内委員 

 全体をというよりも、最終的にはどの選択肢か貯蔵も含めて選ばれていくと思うんですけれど

も、今度それを選ばれた選択肢を運用するに当たっては準備期間が必要だと思います。。準備期

間というのはアセスメントとして、そうやって運用することによって環境の水準がそういう運用

によって異常がないとかレベルが上がったとか、逆にそんな影響ないよというところが言えるよ

うな準備というのはやはり必要だと思いますので、そういう意味では今、福島第一周辺というの

は表層海水とか海域ではデータとか出てきているんですけれども、そのほかのものに関しても計

画的にというか、そういうのもにらんだ上で何かしらのアクションを起こす時期なのではないか

なというふうに思います。 

○山本（一）委員長 

 関谷委員。 

○関谷委員 

 ちょっと今日の議題とは直接関係ないんですけれども、ここ最近の話題になっているところ、

ちょっと気になっているところがあって教えてほしいんですが、原子力防災担当大臣というのは

原子力規制庁が所管なので所管内というふうに考えればいいんですか。環境大臣は所管外だと思

うんですけれども、中間貯蔵なので、原子力防災担当大臣は規制庁が所管なので所管内なのかど

うかというのをちょっとお伺いしたいんですけれども。 

○竹田オブザーバー（規制庁） 

 規制庁です。原子力防災に関して言いますと、恐らく担当大臣というのは規制庁の所管とは別

でして、原子力防災は内閣府と原子力規制庁が共管といいますか、専門的事項を原子炉規制庁が

担当しているという整理かというふうに認識しております。 

○関谷委員 

 規制庁、規制委員会の担当大臣は経産大臣。 

○竹内オブザーバー（規制庁） 
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 原子力規制委員会は経済産業大臣と、委員会としての並びですので、その所属とかは別という

か、独立しております。 

○新川審議官 

 私の理解では、原子力規制庁は環境省の、原子力規制委員会は独立存在で、原子力規制庁は環

境省の外庁として存在しているという理解をしております。経済産業大臣から独立した存在でご

ざいます。 

○関谷委員 

 じゃ、環境省の所管なんですね。 

○竹内オブザーバー（規制庁） 

 規制庁ですけれども、所属としては環境省の外局として存在しておりますけれども、原子力規

制委員会の事務局という位置づけですので、あの政策とは、環境省とは独立した形になっており

ます。 

○山本（一）委員長 

 ありがとうございます。それでは、次回以降につきましては、本日いただきました議論も踏ま

えて事務局で整理いただきまして、またさらに議論を深めていきたいと思います。 

 それでは、事務局から何か連絡等ありましたらよろしくお願いします。 

○田中企画官 

 本日も活発なご議論をいただきまして、ありがとうございます。 

 次回以降につきましては、改めて事務局よりご連絡をいたします。よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○山本（一）委員長 

 それでは、これをもちまして、第14回多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会を閉

会いたします。 

 どうも、ありがとうございました。 

－了－ 




